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建築基準法 令                           （昭和 25年 5月 24日法律第 201号） 
                          最終改正：平成 28年 6月 7日法律第 72号 

 
（敷地の衛生及び安全）  

第１９条 建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接
する周囲の土地より高くなければならない。ただし、敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途

により防湿の必要がない場合においては、この限りでない。  
２ 湿潤な土地、出水のおそれの多い土地又はごみその他これに類する物で埋め立てられた土地に建築物

を建築する場合においては、盛土、地盤の改良その他衛生上又は安全上必要な措置を講じなければなら

ない。  
３ 建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝又はためます

その他これらに類する施設をしなければならない。  
４ 建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当

な措置を講じなければならない。  
 
（構造耐力）  

第２０条  建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対
して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適

合するものでなければならない。  
一 高さが六十メートルを超える建築物 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基

準に適合するものであること。この場合において、その構造方法は、荷重及び外力によつて建築物の各部分

に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算によつて安全性が

確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。  
二 高さが六十メートル以下の建築物のうち、第六条第一項第二号に掲げる建築物（高さが十三メートル又は

軒の高さが九メートルを超えるものに限る。）又は同項第三号に掲げる建築物（地階を除く階数が四以上であ

る鉄骨造の建築物、高さが二十メートルを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物

その他これらの建築物に準ずるものとして政令で定める建築物に限る。） 次に掲げる基準のいずれかに適合

するものであること。 
イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合において、

その構造方法は、地震力によつて建築物の地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することその他の

政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受

けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。 
ロ 前号に定める基準に適合すること。 

 
三 高さが六十メートル以下の建築物のうち、第 6条第 1項第 2号又は第 3号に掲げる建築物その他その主要
構造部（床、屋根及び階段を除く。）を石造、れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造その

他これらに類する構造とした建築物で高さが 13メートル又は軒の高さが 9メートルを超えるもの（前号に掲
げる建築物を除く。） 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。 
イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合において、

その構造方法は、構造耐力上主要な部分ごとに応力度が許容応力度を超えないことを確かめることその他の

政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受

けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。 
ロ 前 2号に定める基準のいずれかに適合すること。 
四 前 3号に掲げる建築物以外の建築物 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。 
イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。 
ロ 前 3号に定める基準のいずれかに適合すること。 
２ 前項に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定

める部分が 2 以上ある建築物の当該建築物の部分は、同項の規定の適用については、それぞれ別の建築物と
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みなす。 

 
（建築材料の品質）  

第３７条 建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する
木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるもの（以下この条において「指定

建築材料」という。）は、次の各号の一に該当するものでなければならない。  
一 その品質が、指定建築材料ごとに国土交通大臣の指定する日本工業規格又は日本農林規格に適合するもの  
二 前号に掲げるもののほか、指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上又は衛生上必要な品

質に関する技術的基準に適合するものであることについて国土交通大臣の認定を受けたもの  
 

（工作物への準用） 

第８８条  煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウ
ォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの（以下この項において「昇降

機等」という。）については、第三条、第六条（第三項、第五項及び第六項を除くものとし、第一項及び第四

項は、昇降機等については第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分、その他のものについては同項

第四号の建築物に係る部分に限る。）、第六条の二（第三項を除く。）、第六条の四（第一項第一号及び第二号

の建築物に係る部分に限る。）、第七条から第七条の四まで、第七条の五（第六条の四第一項第一号及び第二

号の建築物に係る部分に限る。）、第八条から第十一条まで、第十二条第五項（第三号を除く。）及び第六項か

ら第九項まで、第十三条、第十五条の二、第十八条（第四項から第十三項まで及び第二十四項を除く。）、第

二十条、第二十八条の二（同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。）、第三十二条、

第三十三条、第三十四条第一項、第三十六条（避雷設備及び昇降機に係る部分に限る。）、第三十七条、第三

十八条、第四十条、第三章の二（第六十八条の二十第二項については、同項に規定する建築物以外の認証型

式部材等に係る部分に限る。）、第八十六条の七第一項（第二十八条の二（第八十六条の七第一項の政令で定

める基準に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）、第八十六条の七第二項（第二十条に係る部分に限る。）、

第八十六条の七第三項（第三十二条、第三十四条第一項及び第三十六条（昇降機に係る部分に限る。）に係る

部分に限る。）、前条、次条並びに第九十条の規定を、昇降機等については、第七条の六、第十二条第一項か

ら第四項まで、第十二条の二、第十二条の三及び第十八条第二十四項の規定を準用する。この場合において、

第二十条第一項中「次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準」とあるのは、「政

令で定める技術的基準」と読み替えるものとする。 

（以下、略） 
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建築基準法施行令 抄                （昭和 25年 11月 16日政令第 338号） 
                          最終改正：平成 28年 8月 29日政令第 288号 
 
（構造設計の原則）  
第３６条の３  建築物の構造設計に当たつては、その用途、規模及び構造の種別並びに土地の状況に応じて柱、
はり、床、壁等を有効に配置して、建築物全体が、これに作用する自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧

及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して、一様に構造耐力上安全であるようにすべきものとする。  
２ 構造耐力上主要な部分は、建築物に作用する水平力に耐えるように、釣合い良く配置すべきものとする。  
３ 建築物の構造耐力上主要な部分には、使用上の支障となる変形又は振動が生じないような剛性及び瞬間的

破壊が生じないような靱性をもたすべきものとする。 

 
第二節 構造部材等  
 
（構造部材の耐久）  
第３７条  構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽若しくは摩
損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用しなければなら

ない。  
 
（基礎）  
第３８条  建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形
に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。  
２ 建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。  
３ 建築物の基礎の構造は、建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法を

用いるものとしなければならない。この場合において、高さ十三メートル又は延べ面積三千平方メートルを

超える建築物で、当該建築物に作用する荷重が最下階の床面積一平方メートルにつき百キロニュートンを超

えるものにあつては、基礎の底部（基礎ぐいを使用する場合にあつては、当該基礎ぐいの先端）を良好な地

盤に達することとしなければならない。  
４ 前二項の規定は、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上

安全であることが確かめられた場合においては、適用しない。  
５ 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいは、それを設ける際に作用する打撃力その他の外力に対し

て構造耐力上安全なものでなければならない。  
６ 建築物の基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木ぐいは、平家建の木造の建築物に使用する場合

を除き、常水面下にあるようにしなければならない。 

 
（屋根ふき材等）   
第３９条  屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他
建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によつて脱落しないようにしなけ

ればならない。  
２ 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造は、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた

構造方法を用いるものとしなければならない。  
３ 特定天井（脱落によつて重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井をいう。

以下同じ。）の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土

交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。  
４ 特定天井で特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれのあるものには、腐食、腐朽その他の劣化しにくい材料

又は有効なさび止め、防腐その他の劣化防止のための措置をした材料を使用しなければならない。  

 
（適用の範囲）  
第５１条  この節の規定は、れんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造（補強コンクリートブ
ロック造を除く。以下この項及び第四項において同じ。）の建築物又は組積造と木造その他の構造とを併用す
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る建築物の組積造の構造部分に適用する。ただし、高さ十三メートル以下であり、かつ、軒の高さが九メー

トル以下の建築物の部分で、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強され、かつ、国土交通大臣が定

める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられたものについては、適用しない。  
２ 高さが四メートル以下で、かつ、延べ面積が二十平方メートル以内の建築物については、この節の規定中

第五十五条第二項及び第五十六条の規定は、適用しない。  
３ 構造耐力上主要な部分でない間仕切壁で高さが二メートル以下のものについては、この節の規定中第五十

二条及び第五十五条第五項の規定に限り適用する。  
４ れんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造の建築物（高さ十三メートル又は軒の高さが九

メートルを超えるものに限る。）又は組積造と木造その他の構造とを併用する建築物（高さ十三メートル又は

軒の高さが九メートルを超えるものに限る。）については、この節の規定中第五十九条の二に限り適用する。  

 
（組積造の施工）  
第５２条  組積造に使用するれんが、石、コンクリートブロツクその他の組積材は、組積するに当たつて充分
に水洗いをしなければならない。  
２ 組積材は、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積しなければならない。  
３ 前項のモルタルは、セメントモルタルでセメントと砂との容積比が一対三のもの若しくはこれと同等以上

の強度を有するもの又は石灰入りセメントモルタルでセメントと石灰と砂との容積比が一対二対五のもの若

しくはこれと同等以上の強度を有するものとしなければならない。  
４   組積材は、芋目地ができないように組積しなければならない。  

 
（構造耐力上主要な部分等のささえ）  
第６２条  組積造である構造耐力上主要な部分又は構造耐力上主要な部分でない組積造の壁で高さが二メー
トルをこえるものは、木造の構造部分でささえてはならない。  

 
（適用の範囲）  
第７１条  この節の規定は、鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄筋コンクリート造と鉄骨造その他の構造とを
併用する建築物の鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。  
２ 高さが四メートル以下で、かつ、延べ面積が三十平方メートル以内の建築物又は高さが三メートル以下の

へいについては、この節の規定中第七十二条、第七十五条及び第七十九条の規定に限り適用する。  

 
（コンクリートの材料）  
第７２条  鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの材料は、次の各号に定めるところによらなければな
らない。  
一 骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、又はコンクリートの凝結及び硬化を妨げるような酸、塩、有

機物又は泥土を含まないこと。  
二 骨材は、鉄筋相互間及び鉄筋とせき板との間を容易に通る大きさであること。  
三 骨材は、適切な粒度及び粒形のもので、かつ、当該コンクリートに必要な強度、耐久性及び耐火性が得ら

れるものであること。  

 
（鉄筋の継手及び定着）  
第７３条  鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。
ただし、次の各号に掲げる部分以外の部分に使用する異形鉄筋にあつては、その末端を折り曲げないことが

できる。  
一 柱及びはり（基礎ばりを除く。）の出すみ部分  
二 煙突  
２ 主筋又は耐力壁の鉄筋（以下この項において「主筋等」という。）の継手の重ね長さは、継手を構造部材に

おける引張力の最も小さい部分に設ける場合にあつては、主筋等の径（径の異なる主筋等をつなぐ場合にあ

つては、細い主筋等の径。以下この条において同じ。）の二十五倍以上とし、継手を引張り力の最も小さい部

-5-



分以外の部分に設ける場合にあつては、主筋等の径の四十倍以上としなければならない。ただし、国土交通

大臣が定めた構造方法を用いる継手にあつては、この限りでない。  
３ 柱に取り付けるはりの引張り鉄筋は、柱の主筋に溶接する場合を除き、柱に定着される部分の長さをその

径の四十倍以上としなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造

耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。  
４ 軽量骨材を使用する鉄筋コンクリート造について前二項の規定を適用する場合には、これらの項中「二十

五倍」とあるのは「三十倍」と、「四十倍」とあるのは「五十倍」とする。  
 
（コンクリートの強度）  
第７４条  鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの強度は、次に定めるものでなければならない。  
一 四週圧縮強度は、一平方ミリメートルにつき十二ニュートン（軽量骨材を使用する場合においては、九ニ

ュートン）以上であること。  
二 設計基準強度（設計に際し採用する圧縮強度をいう。以下同じ。）との関係において国土交通大臣が安全上

必要であると認めて定める基準に適合するものであること。  
２ 前項に規定するコンクリートの強度を求める場合においては、国土交通大臣が指定する強度試験によらな

ければならない。  
３ コンクリートは、打上りが均質で密実になり、かつ、必要な強度が得られるようにその調合を定めなけれ

ばならない。  

 
（コンクリートの養生）  
第７５条  コンクリート打込み中及び打込み後五日間は、コンクリートの温度が二度を下らないようにし、か
つ、乾燥、震動等によつてコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。た

だし、コンクリートの凝結及び硬化を促進するための特別の措置を講ずる場合においては、この限りでない。  
 
（鉄筋のかぶり厚さ）  
第７９条  鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあつては二センチメートル以
上、耐力壁、柱又ははりにあつては三センチメートル以上、直接土に接する壁、柱、床若しくははり又は布

基礎の立上り部分にあつては四センチメートル以上、基礎（布基礎の立上り部分を除く。）にあつては捨コン

クリートの部分を除いて六センチメートル以上としなければならない。  
２ 前項の規定は、水、空気、酸又は塩による鉄筋の腐食を防止し、かつ、鉄筋とコンクリートとを有効に付

着させることにより、同項に規定するかぶり厚さとした場合と同等以上の耐久性及び強度を有するものとし

て、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部材及び国土交通大臣の認定を受けた部材については、適用し

ない。  
 
第七節 無筋コンクリート造  
 
（無筋コンクリート造に対する第四節及び第六節の規定の準用）  
第８０条  無筋コンクリート造の建築物又は無筋コンクリート造とその他の構造とを併用する建築物の無筋
コンクリート造の構造部分については、この章の第四節（第五十二条を除く。）の規定並びに第七十一条（第

七十九条に関する部分を除く。）、第七十二条及び第七十四条から第七十六条までの規定を準用する。  
 
（構造方法に関する補則）  
第８０条の２  第三節から前節までに定めるもののほか、国土交通大臣が、次の各号に掲げる建築物又は建築
物の構造部分の構造方法に関し、安全上必要な技術的基準を定めた場合においては、それらの建築物又は建

築物の構造部分は、その技術的基準に従つた構造としなければならない。  
一   木造、組積造、補強コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造
又は無筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分で、特殊の構造方法によるもの  
二   木造、組積造、補強コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造
及び無筋コンクリート造以外の建築物又は建築物の構造部分 
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（鋼材等） 
第９０条 鋼材等の許容応力度は、次の表１又は表２の数値によらなければならない 
表１ 

 
表２ 

圧縮 引張り 曲げ せん断 圧縮 引張り 曲げ せん断

Ｆ÷１．５ Ｆ÷１．５ Ｆ÷１．５ Ｆ÷（１．５√３）

黒皮 ― Ｆ÷１．５ ― ―

仕上げ ― Ｆ÷１．５ ―

Ｆ÷２（Ｆが240を超
えるボルトについ
て、国土交通大臣が
これと異なる数値を
定めた場合は、その
定めた数値）

― Ｆ÷１．５ ― ―

― Ｆ÷１．５ ― Ｆ÷２

Ｆ÷１．５ Ｆ÷１．５ Ｆ÷１．５ Ｆ÷（１．５√３）

Ｆ÷１．５ Ｆ÷１．５ Ｆ÷１．５ Ｆ÷（１．５√３）

― Ｆ÷１．５ ― Ｆ÷（１．５√３）

― Ｆ÷１．５ ― ―

Ｆ÷１．５ Ｆ÷１．５ Ｆ÷１．５ Ｆ÷（１．５√３）

Ｆ÷１．５ ― ― ―鋳鉄

この表において、Ｆは、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度（単位　一平方ミリメートルにつきニュートン）を表
すものとする。

鋳鋼

ステンレ
ス鋼

構造用鋼材

ボルト

構造用ケーブル

鋳鋼

種類 許容応力度

長期に生ずる力に対する許容応力度（単位　一平方ミリメー
トルにつきニュートン）

短期に生ずる力に対する許容応力度（単位
一平方ミリメートルにつきニュートン）

炭素鋼

構造用鋼材

長期に生ずる力に対する圧縮、引張り、曲げ
又はせん断の許容応力度のそれぞれの数値の
1.5倍とする。

ボルト

構造用ケーブル

リベット鋼

せん断補強以外
に用いる場合

せん断補強に用
いる場合

せん断補強以外
に用いる場合

せん断補強に用
いる場合

Ｆ÷１．５（当
該数値が155を超
える場合には、
155）

Ｆ÷１．５（当
該数値が155を超
える場合には、
155）

Ｆ÷１．５（当
該数値が195を超
える場合には、
195）

Ｆ Ｆ
Ｆ（当該数値が
295を超える場合
には、295）

径28ミリ
メートル以
下のもの

Ｆ÷１．５（当
該数値が215を超
える場合には、
215）

Ｆ÷１．５（当
該数値が215を超
える場合には、
215）

Ｆ÷１．５（当
該数値が195を超
える場合には、
195）

Ｆ Ｆ
Ｆ（当該数値が
390を超える場合
には、390）

径28ミリ
メートルを
超えるもの

Ｆ÷１．５（当
該数値が195を超
える場合には、
195）

Ｆ÷１．５（当
該数値が195を超
える場合には、
195）

Ｆ÷１．５（当
該数値が195を超
える場合には、
195）

Ｆ Ｆ
Ｆ（当該数値が
390を超える場合
には、390）

― Ｆ÷１．５ Ｆ÷１．５ ―
Ｆ（ただし、床
版に用いる場合
に限る。）

Ｆ

圧縮
引張り

丸鋼

異形鉄筋

鉄線の径が4ミリメー
トル以上の溶接金網

この表において、Ｆは、表１に規定する基準強度を表すものとする。

種類 許容応力度

長期に生ずる力に対する許容応力度（単位　一平方
ミリメートルにつきニュートン）

短期に生ずる力に対する許容応力度（単位　一平方
ミリメートルにつきニュートン）

圧縮
引張り
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（コンクリート） 
第９１条 コンクリートの許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、異形鉄筋を用いた

付着について、国土交通大臣が異形鉄筋の種類及び品質に応じて別に数値を定めた場合は、当該数値によるこ

とができる。 

２ 特定行政庁がその地方の気候、骨材の性状等に応じて規則で設計基準強度の上限の数値を定めた場合にお

いて、設計基準強度が、その数値を超えるときは、前項の表の適用に関しては、その数値を設計基準強度とす

る。  

 
（地盤及び基礎ぐい）  
第９３条  地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を
行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし、次の表に掲げる地盤の許容応力度については、地

盤の種類に応じて、それぞれ次の表の数値によることができる。 

（工作物の指定）  
第１３８条  煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で法第八十八条第一項 の規定によ
り政令で指定するものは、次に掲げるもの（鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するものその他他の

法令の規定により法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の規制を受けるものとして国土交通大臣

が指定するものを除く。）とする。  
一 高さが六メートルを超える煙突（支枠及び支線がある場合においては、これらを含み、ストーブの煙突を

除く。）  
二 高さが十五メートルを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの（旗ざおを

除く。）  
三 高さが四メートルを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの  
四   高さが八メートルを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの  
五   高さが二メートルを超える擁壁  
２ （略）  

地盤 長期に生ずる力に対する許容応力度 短期に生ずる力に対する許容応力度
（単位 一平方メートルにつきキロ （単位 一平方メートルにつきキロ
ニュートン） ニュートン）

岩盤 １，０００

固結した砂 ５００

土丹盤 ３００

密実な礫層 ３００

密実な砂質地盤 ２００
長期に生ずる力に対する許容応力度

砂質地盤（地震時に液状 のそれぞれの数値の二倍とする。
化のおそれのないものに ５０
限る ）。

堅い粘土質地盤 １００

粘土質地盤 ２０

堅いローム層 １００

ローム層 ５０

圧縮 引張り せん断 付着 圧縮 引張り せん断 付着

Ｆ÷３

0.7（軽量骨
材を使用す
るものにあ
つては、
0.6）

長期に生ずる力に対する許容応力度（単位　一平方ミ
リメートルにつきニュートン）

短期に生ずる力に対する許容応力度（単位　一平方ミ
リメートルにつきニュートン）

Ｆ÷３０
（Ｆが21を超えるコンク
リートについて、国土交通
大臣がこれと異なる数値を
定めた場合は、その定めた
数値）

長期に生ずる力に対する圧縮、引張り、せん断又は付
着の許容応力度のそれぞれの数値の2倍（Ｆが21を超
えるコンクリートの引張り及びせん断について、国土
交通大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定
めた数値）とする。

この表において、Ｆは、設計基準強度（単位　一平方ミリメートルにつきニュートン）を表すものとする。
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（煙突及び煙突の支線）  
第１３９条  第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第一号に掲げる煙突（以下この条において単に
「煙突」という。）に関する法第八十八条第一項 において読み替えて準用する法第二十条第一項 の政令で定
める技術的基準は、次のとおりとする。  

（略） 
２ 煙突については、第百十五条第一項第六号及び第七号、第五章の四第三節並びに第七章の八の規定を準用

する。  
３ 第一項第三号又は第四号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けた構造方法を用いる煙突については、

前項に規定するもののほか、耐久性等関係規定（第三十六条、第三十六条の二、第三十九条第四項、第四十

一条、第四十九条、第七十条及び第七十六条（第七十九条の四及び第八十条において準用する場合を含む。）

の規定を除く。）を準用する。  
４ 前項に規定する煙突以外の煙突については、第二項に規定するもののほか、第三十六条の三、第三十七条、

第三十八条、第三十九条第一項及び第二項、第五十一条第一項、第五十二条、第三章第五節（第七十条を除

く。）、第六節（第七十六条から第七十八条の二までを除く。）及び第六節の二（第七十九条の四（第七十六条

から第七十八条の二までの準用に関する部分に限る。）を除く。）、第八十条（第五十一条第一項、第七十一条、

第七十二条、第七十四条及び第七十五条の準用に関する部分に限る。）並びに第八十条の二の規定を準用する。  

 
（擁壁）  
第１４２条  第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第五号に掲げる擁壁（以下この条において単に
「擁壁」という。）に関する法第八十八条第一項 において読み替えて準用する法第二十条第一項 の政令で定
める技術的基準は、次に掲げる基準に適合する構造方法又はこれと同等以上に擁壁の破壊及び転倒を防止す

ることができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いることとする。  
一 鉄筋コンクリート造、石造その他これらに類する腐食しない材料を用いた構造とすること。  
二 石造の擁壁にあつては、コンクリートを用いて裏込めし、石と石とを十分に結合すること。  
三 擁壁の裏面の排水を良くするため、水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺に砂利その他これに

類するものを詰めること。  
四 次項において準用する規定（第七章の八（第百三十六条の六を除く。）の規定を除く。）に適合する構造方

法を用いること。  
五 その用いる構造方法が、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有す

ること。  
２ 擁壁については、第三十六条の三、第三十七条、第三十八条、第三十九条第一項及び第二項、第五十一条

第一項、第六十二条、第七十一条第一項、第七十二条、第七十三条第一項、第七十四条、第七十五条、第七

十九条、第八十条（第五十一条第一項、第六十二条、第七十一条第一項、第七十二条、第七十四条及び第七

十五条の準用に関する部分に限る。）、第八十条の二並びに第七章の八（第百三十六条の六を除く。）の規定を

準用する。  
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告 示                 （平成 12年 5月 31日建告第 1449号） 

 
煙突、鉄筋コンクリート造の柱等、広告塔又は高架水槽等及び擁壁並びに乗用エレベーター又はエスカレータ

ーの構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件 

 
第１    （略） 
第２     （略） 
第３ 令第百三十八条第一項第五号に掲げる擁壁の構造計算の基準は、宅地造成等規制法施行令（昭和三十七

年政令第十六号）第七条に定めるとおりとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、

この限りでない。 
一 宅地造成等規制法施行令第五条第一項各号の一に該当するがけ面に設ける場合 
二 土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果がけの安全を保つために擁壁の設置が必要でないことが確

かめられたがけ面に設けるよう壁 
三 宅地造成等規制法施行令第八条に定める練積み造の擁壁の構造方法に適合する擁壁 
四 宅地造成等規制法施行令第十五条の規定に基づき、同令第六条から第十条までの規定による擁壁と同等以

上の効力があると国土交通大臣が認める擁壁 

 
 附 則 
１ この告示は、平成１２年６月１日から施行する。 
２ 昭和５６年建設省告示第１１０４号は、廃止する。  
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参考資料－２ 

 

 

 宅地造成等規制法（抜粋） 
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宅地造成等規制法（抜粋）                       （昭和 36年 11月 7日法律第 191号） 
                          最終改正：平成 26年 5月 30日法律第 42号 
 
 
第１章 総則（第１条・第２条）  
第２章 宅地造成工事規制区域（第３条―第７条）  
第３章 宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事等の規制（第８条―第１９条）   
第４章 造成宅地防災区域（第２０条）  
第５章 造成宅地防災区域内における災害の防止のための措置（第２１条―第２３条）  
第６章 雑則（第２４条・第２５条）  
第７章 罰則（第２６条―第３０条）  
附則  
       
第１章 総則 

 
（目的） 
第１条 この法律は、宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うこ

とにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。  

 
（定義） 
第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  
一 宅地 農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設

の用に供されている土地以外の土地をいう。  
二 宅地造成 宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定め

るもの（宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く。）をいう。  
三 災害 崖崩れ又は土砂の流出による災害をいう。  
四 設計 その者の責任において、設計図書（宅地造成に関する工事を実施するために必要な図面（現寸

図その他これに類するものを除く。）及び仕様書をいう。）を作成することをいう。  
五 造成主 宅地造成に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする

者をいう。  
六 工事施行者 宅地造成に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者をい

う。  
七 造成宅地 宅地造成に関する工事が施行された宅地をいう。  

 
第２章 宅地造成工事規制区域  

 
（宅地造成工事規制区域） 
第３条 都道府県知事（地方自治法 （昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項 の指
定都市（以下「指定都市」という。）又は同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市（以下「中核市」
という。）の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。第二十四条を除き、以下同

じ。）は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長（特別区の長を

含む。以下同じ。）の意見を聴いて、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地と

なろうとする土地の区域であつて、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地

造成工事規制区域として指定することができる。  
２ 前項の指定は、この法律の目的を達成するため必要な最小限度のものでなければならない。  
３ 都道府県知事は、第一項の指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該宅地造成工

事規制区域を公示するとともに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。  
４ 第一項の指定は、前項の公示によつてその効力を生ずる。  
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（測量又は調査のための土地の立入り） 

第４条 都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、宅地造成工事規制区域の指定のため他人

の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要がある場合においては、その必要の限度において、

他人の占有する土地に立ち入ることができる。 
２ 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の三日前までに

その旨を土地の占有者に通知しなければならない。  
３ 第一項の規定により、建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろ

うとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨をその土地の

占有者に告げなければならない。  
４ 日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち

入つてはならない。  
５ 土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げて

はならない。  

 
（障害物の伐除及び土地の試掘等） 

第５条 前条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又

は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、さく等（以下「障害

物」という。）を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリング若しくはこれに伴う障

害物の伐除（以下「試掘等」という。）を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有

者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受

けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けて当該土地に試

掘等を行うことができる。この場合において、市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者

及び占有者に、都道府県知事が許可を与えようとするときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、あ

らかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。  
２ 前項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行なおうとする者は、伐除しよう

とする日又は試掘等を行なおうとする日の三日前までに、当該障害物又は当該土地若しくは障害物の所

有者及び占有者に通知しなければならない。 
３ 第一項の規定により障害物を伐除しようとする場合（土地の試掘又はボーリングに伴う障害物の伐除

をしようとする場合を除く。）において、当該障害物の所有者及び占有者がその場所にいないためその

同意を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しないときは、都道府県知事又はその命じ

た者若しくは委任した者は、前二項の規定にかかわらず、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許

可を受けて、直ちに、当該障害物を伐除することができる。この場合においては、当該障害物を伐除し

た後、遅滞なく、その旨をその所有者及び占有者に通知しなければならない。  

 
（証明書等の携帯） 

第６条 第四条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書

を携帯しなければならない。 
２ 前条第一項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行なおうとする者は、その

身分を示す証明書及び市町村長又は都道府県知事の許可証を携帯しなければならない。  
３ 前二項に規定する証明書又は許可証は、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなけれ

ばならない。  

 
第３章 宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事等の規制  

 
（宅地造成に関する工事の許可） 

第８条 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工

事に着手する前に、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

ただし、都市計画法 （昭和四十三年法律第百号）第二十九条第一項 又は第二項 の許可を受けて行わ
れる当該許可の内容（同法第三十五条の二第五項 の規定によりその内容とみなされるものを含む。）に
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適合した宅地造成に関する工事については、この限りでない。 
２ 都道府県知事は、前項本文の許可の申請に係る宅地造成に関する工事の計画が次条の規定に適合しな

いと認めるときは、同項本文の許可をしてはならない。  
３ 都道府県知事は、第一項本文の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付するこ

とができる。  

 
（宅地造成に関する工事の技術的基準等）  

第９条 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、政令（その政令で都道府県

の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。）で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設そ

の他の政令で定める施設（以下「擁壁等」という。）の設置その他宅地造成に伴う災害を防止するため

必要な措置が講ぜられたものでなければならない。  
２ 前項の規定により講ずべきものとされる措置のうち政令（同項の政令で都道府県の規則に委任した事

項に関しては、その規則を含む。）で定めるものの工事は、政令で定める資格を有する者の設計によら

なければならない。  
 
（工事等の届出） 

第１５条 宅地造成工事規制区域の指定の際、当該宅地造成工事規制区域内において行われている宅地造

成に関する工事の造成主は、その指定があつた日から二十一日以内に、国土交通省令で定めるところに

より、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。  
２ 宅地造成工事規制区域内の宅地において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行

おうとする者（第八条第一項本文若しくは第十二条第一項の許可を受け、又は同条第二項の規定による

届出をした者を除く。）は、その工事に着手する日の十四日前までに、国土交通省令で定めるところに

より、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。  
３   宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者（第八条第一項本文若しく
は第十二条第一項の許可を受け、又は同条第二項の規定による届出をした者を除く。）は、その転用し

た日から十四日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければ

ならない。  

 
（宅地の保全等） 

第１６条 宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成（宅地造成工事規制

区域の指定前に行われたものを含む。以下次項、次条第一項及び第二十四条において同じ。）に伴う災

害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。  
２ 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要が

あると認める場合においては、その宅地の所有者、管理者、占有者、造成主又は工事施行者に対し、擁

壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することが

できる。  

 
（改善命令） 

第１７条 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、宅地造成に伴う災害の防止のため必要な

擁壁等が設置されておらず、又は極めて不完全であるために、これを放置するときは、宅地造成に伴う

災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合においては、その災害の防止のため必要であ

り、かつ、土地の利用状況その他の状況からみて相当であると認められる限度において、当該宅地又は

擁壁等の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、擁壁等の設置若しくは改造又

は地形若しくは盛土の改良のための工事を行うことを命ずることができる。  
２ 前項の場合において、同項の宅地又は擁壁等の所有者、管理者又は占有者（以下この項において「宅

地所有者等」という。）以外の者の宅地造成に関する不完全な工事その他の行為によつて前項の災害の

発生のおそれが生じたことが明らかであり、その行為をした者（その行為が隣地における土地の形質の

変更であるときは、その土地の所有者を含む。以下この項において同じ。）に前項の工事の全部又は一

部を行わせることが相当であると認められ、かつ、これを行わせることについて当該宅地所有者等に異
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議がないときは、都道府県知事は、その行為をした者に対して、同項の工事の全部又は一部を行うこと

を命ずることができる。  
３ 第十四条第五項の規定は、前二項の場合について準用する。  

 
（報告の徴取） 

第１９条 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、

当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。  

 
第四章 造成宅地防災区域   

 
第２０条 都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長

の意見を聴いて、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれ

が大きい一団の造成宅地（これに附帯する道路その他の土地を含み、宅地造成工事規制区域内の土地を

除く。）の区域であつて政令で定める基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することが

できる。  
２ 都道府県知事は、擁壁等の設置又は改造その他前項の災害の防止のため必要な措置を講ずることによ

り、造成宅地防災区域の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該造

成宅地防災区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。  
３ 第三条第二項から第四項まで及び第四条から第七条までの規定は、第一項の規定による指定及び前項

の規定による指定の解除について準用する。  

 
第五章 造成宅地防災区域内における災害の防止のための措置   

 
（災害の防止のための措置）  

第２１条 造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者、管理者又は占有者は、前条第一項の災害が生じない

よう、その造成宅地について擁壁等の設置又は改造その他必要な措置を講ずるように努めなければなら

ない。  
２ 都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、前条第一項の災害の防止のため必要があ

ると認める場合においては、その造成宅地の所有者、管理者又は占有者に対し、擁壁等の設置又は改造

その他同項の災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。  

 
（改善命令）  

第２２条 都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地で、第二十条第一項の災害の防止のため必要

な擁壁等が設置されておらず、又は極めて不完全であるために、これを放置するときは、同項の災害の

発生のおそれが大きいと認められるものがある場合においては、その災害の防止のため必要であり、か

つ、土地の利用状況その他の状況からみて相当であると認められる限度において、当該造成宅地又は擁

壁等の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、擁壁等の設置若しくは改造又は

地形若しくは盛土の改良のための工事を行うことを命ずることができる。  
２ 前項の場合において、同項の造成宅地又は擁壁等の所有者、管理者又は占有者（以下この項において

「造成宅地所有者等」という。）以外の者の宅地造成に関する不完全な工事その他の行為によつて第二

十条第一項の災害の発生のおそれが生じたことが明らかであり、その行為をした者（その行為が隣地に

おける土地の形質の変更であるときは、その土地の所有者を含む。以下この項において同じ。）に前項

の工事の全部又は一部を行わせることが相当であると認められ、かつ、これを行わせることについて当

該造成宅地所有者等に異議がないときは、都道府県知事は、その行為をした者に対して、同項の工事の

全部又は一部を行うことを命ずることができる。  
３ 第十四条第五項の規定は、前二項の場合について準用する。  

 
（準用）  

第２３条   第十八条の規定は都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が前条第一項又は第
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二項の規定による権限を行うため必要がある場合について、第十九条の規定は造成宅地防災区域内にお

ける造成宅地の所有者、管理者又は占有者について準用する。  
 
第６章 雑則 

 
（市町村長の意見の申出） 

第２４条 市町村長は、宅地造成工事規制区域及び造成宅地防災区域内における宅地造成に伴う災害の防

止に関し、都道府県知事に意見を申し出ることができる。  
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宅地造成等規制法施行令（抜粋）                   （昭和 37年 1月 30政令第 16号） 
                         最終改正：平成 27年 1月 30日政令第 30号 
 
 
第１章 総則（第１条―第３条）  
第２章 宅地造成に関する工事の技術的基準（第４条―第１５条）   
第３章 設計者及び届出を要する工事（第１６条―第１８条）   
第４章 造成宅地防災区域の指定の基準（第１９条）  
第５章 雑則（第２０条―第２４条）   
附則  
 
第１章 総則 
 
（定義等）  
第１条 この政令（第 3条を除く。）において、「切土」又は「盛土」とは、それぞれ宅地造成である切土
又は盛土をいう。  
２ この政令において、「崖」とは地表面が水平面に対し 30度を超える角度をなす土地で硬岩盤（風化の
著しいものを除く。）以外のものをいい、「崖面」とはその地表面をいう。  
３ 崖面の水平面に対する角度を崖の勾配とする。  
４ 小段等によつて上下に分離された崖がある場合において、下層の崖面の下端を含み、かつ、水平面に

対し 30 度の角度をなす面の上方に上層の崖面の下端があるときは、その上下の崖は一体のものとみな
す。  
５ 擁壁の前面の上端と下端（擁壁の前面の下部が地盤面と接する部分をいう。以下この項において同

じ。）とを含む面の水平面に対する角度を擁壁の勾配とし、その上端と下端との垂直距離を擁壁の高さ

とする。 
 
（公共の用に供する施設） 
第２条 宅地造成等規制法 （以下「法」という。）第 2条第 1号 の政令で定める公共の用に供する施設
は、砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、飛行場、航空保安施設及

び鉄道、軌道、索道又は無軌条電車の用に供する施設並びに国又は地方公共団体が管理する学校、運動

場、墓地その他の施設で国土交通省令で定めるものとする。 
 
（宅地造成） 
第３条 法第 2条第 2号 の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。  
一 切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの  
二 盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートルを超える崖を生ずることとなるもの  
三 切土と盛土とを同時にする場合における盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが一メート

ル以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずる

こととなるもの  
四 前三号のいずれにも該当しない切土又は盛土であつて、当該切土又は盛土をする土地の面積が五百平

方メートルを超えるもの  
 
第２章 宅地造成に関する工事の技術的基準 
 
（擁壁、排水施設その他の施設）  
第４条 法第 9 条第 1項 （法第 12 条第 3 項 において準用する場合を含む。以下同じ。）の政令で定め
る施設は、擁壁、排水施設及び地滑り抑止ぐい並びにグラウンドアンカーその他の土留とする。 

 
（地盤について講ずる措置に関する技術的基準）  
第５条 法第 9条第 1項 の政令で定める技術的基準のうち地盤について講ずる措置に関するものは、次
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のとおりとする。  
一 切土又は盛土（第三条第四号の切土又は盛土を除く。）をする場合においては、崖の上端に続く地盤

面には、特別の事情がない限り、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配を付する

こと。  
二 切土をする場合において、切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑り

が生じないように、地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留（以下「地滑り抑止ぐい等」

という。）の設置、土の置換えその他の措置を講ずること。  
三 盛土をする場合においては、盛土をした後の地盤に雨水その他の地表水又は地下水（以下「地表水等」

という。）の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑りが生じないように、おおむね三十センチメートル以

下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、その層の土を盛るごとに、これをローラーその他これに類する

建設機械を用いて締め固めるとともに、必要に応じて地滑り抑止ぐい等の設置その他の措置を講ずるこ

と。  
四 著しく傾斜している土地において盛土をする場合においては、盛土をする前の地盤と盛土とが接する

面が滑り面とならないように段切りその他の措置を講ずること。  
 
（擁壁の設置に関する技術的基準）  
第６条 法第 9条第 1項 の政令で定める技術的基準のうち擁壁の設置に関するものは、次のとおりとす
る。  
一 切土又は盛土（第 3 条第 4 号の切土又は盛土を除く。）をした土地の部分に生ずる崖面で次に掲げ

る崖面以外のものには擁壁を設置し、これらの崖面を覆うこと。 

イ 切土をした土地の部分に生ずる崖又は崖の部分であって、その土質が別表第 1上欄に掲げるもの

に該当し、かつ、次のいずれかに該当するものの崖面 

（１） その土質に応じ勾配が別表第 1中欄の角度以下のもの 

（２） その土質に応じ勾配が別表第 1中欄の角度を超え、同表下欄の角度以下のもの（その上端か

ら下方に垂直距離 5メートル以内の部分に限る。） 

ロ 土質試験その他の調査又は試験に基づき地盤の安定計算をした結果崖の安定を保つために擁壁

の設置が必要でないことが確かめられた崖面  

二 前号の擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石練積み造その他の練積み造の

ものとすること。  

２ 前項第一号イ（１）に該当する崖の部分により上下に分離された崖の部分がある場合における同号イ

（２）の規定の適用については、同号イ（１）に該当する崖の部分は存在せず、その上下の崖の部分は連

続しているものとみなす。 

 
（鉄筋コンクリート造等の擁壁の構造） 
第７条 前条の規定による鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁の構造は、構造計算によつ

て次の各号のいずれにも該当することを確かめたものでなければならない。  
一 土圧、水圧及び自重（以下「土圧等」という。）によつて擁壁が破壊されないこと。 
二 土圧等によつて擁壁が転倒しないこと。  
三 土圧等によつて擁壁の基礎が滑らないこと。  
四 土圧等によつて擁壁が沈下しないこと。  
２ 前項の構造計算は、次に定めるところによらなければならない。  
一 土圧等によつて擁壁の各部に生ずる応力度が、擁壁の材料である鋼材又はコンクリートの許容応力度

を超えないことを確かめること。  
二 土圧等による擁壁の転倒モーメントが擁壁の安定モーメントの三分の二以下であることを確かめる

こと。  
三 土圧等による擁壁の基礎の滑り出す力が擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力

の三分の二以下であることを確かめること。  
四 土圧等によつて擁壁の地盤に生ずる応力度が当該地盤の許容応力度を超えないことを確かめること。

ただし、基礎ぐいを用いた場合においては、土圧等によつて基礎ぐいに生ずる応力が基礎ぐいの許容支

持力を超えないことを確かめること。  
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３ 前項の構造計算に必要な数値は、次に定めるところによらなければならない。  
一 土圧等については、実況に応じて計算された数値。ただし、盛土の場合の土圧については、盛土の土

質に応じ別表第二の単位体積重量及び土圧係数を用いて計算された数値を用いることができる。  
二 鋼材、コンクリート及び地盤の許容応力度並びに基礎ぐいの許容支持力については、建築基準法施行

令 （昭和二十五年政令第三百三十八号）第九十条 （表一を除く。）、第九十一条、第九十三条及び第九
十四条中長期に生ずる力に対する許容応力度及び許容支持力に関する部分の例により計算された数値  
三 擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力については、実況に応じて計算された数値。

ただし、その地盤の土質に応じ別表第三の摩擦係数を用いて計算された数値を用いることができる。  
 
（練積み造の擁壁の構造） 
第８条 第六条の規定による間知石練積み造その他の練積み造の擁壁の構造は、次に定めるところによら

なければならない。  
一 擁壁の勾配、高さ及び下端部分の厚さ（第一条第五項に規定する擁壁の前面の下端以下の擁壁の部分

の厚さをいう。別表第四において同じ。）が、崖の土質に応じ別表第四に定める基準に適合し、かつ、

擁壁の上端の厚さが、擁壁の設置される地盤の土質が、同表上欄の第一種又は第二種に該当するもので

あるときは四十センチメートル以上、その他のものであるときは七十センチメートル以上であること。  
二 石材その他の組積材は、控え長さを三十センチメートル以上とし、コンクリートを用いて一体の擁壁

とし、かつ、その背面に栗石、砂利又は砂利混じり砂で有効に裏込めすること。  
三 前二号に定めるところによつても、崖の状況等によりはらみ出しその他の破壊のおそれがあるときは、

適当な間隔に鉄筋コンクリート造の控え壁を設ける等必要な措置を講ずること。  
四 擁壁を岩盤に接着して設置する場合を除き、擁壁の前面の根入れの深さは、擁壁の設置される地盤の

土質が、別表第四上欄の第一種又は第二種に該当するものであるときは擁壁の高さの百分の十五（その

値が三十五センチメートルに満たないときは、三十五センチメートル）以上、その他のものであるとき

は擁壁の高さの百分の二十（その値が四十五センチメートルに満たないときは、四十五センチメートル）

以上とし、かつ、擁壁には、一体の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造で、擁壁の滑り及び沈

下に対して安全である基礎を設けること。    
 
（設置しなければならない擁壁についての建築基準法施行令 の準用）    
第９条 第六条の規定による擁壁については、建築基準法施行令第三十六条の三 から第三十九条 まで、
第五十二条（第三項を除く。）、第七十二条から第七十五条まで及び第七十九条の規定を準用する。  
  

   
（擁壁の水抜穴）    
第１０条 第六条の規定による擁壁には、その裏面の排水を良くするため、壁面の面積三平方メートル以

内ごとに少なくとも一個の内径が七・五センチメートル以上の陶管その他これに類する耐水性の材料を

用いた水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺その他必要な場所には、砂利その他の資材を用

いて透水層を設けなければならない。   

   
（任意に設置する擁壁についての建築基準法施行令の準用）  
第１１条 法第八条第一項 本文又は第十二条第一項 の規定による許可を受けなければならない宅地造
成に関する工事により設置する擁壁で高さが二メートルを超えるもの（第六条の規定によるものを除

く。）については、建築基準法施行令第百四十二条 （同令第七章の八 の規定の準用に係る部分を除く。）
の規定を準用する。  

 
（崖面について講ずる措置に関する技術的基準）  
第１２条 法第九条第一項 の政令で定める技術的基準のうち崖面について講ずる措置に関するものは、
切土又は盛土をした土地の部分に生ずることとなる崖面（擁壁で覆われた崖面を除く。）が風化その他

の侵食から保護されるように、石張り、芝張り、モルタルの吹付けその他の措置を講ずることとする。  
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（排水施設の設置に関する技術的基準）  
第１３条 法第九条第一項 の政令で定める技術的基準のうち排水施設の設置に関するものは、切土又は
盛土をする場合において、地表水等により崖崩れ又は土砂の流出が生ずるおそれがあるときは、その地

表水等を排除することができるように、排水施設で次の各号のいずれにも該当するものを設置すること

とする。  
一 堅固で耐久性を有する構造のものであること。  
二 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造られ、かつ、漏水を最少限度のものとする措

置が講ぜられているものであること。ただし、崖崩れ又は土砂の流出の防止上支障がない場合において

は、専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有

するものとすることができる。  
三 その管渠の勾配及び断面積が、その排除すべき地表水等を支障なく流下させることができるものであ

ること。  
四 専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、その暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所に、

ます又はマンホールが設けられているものであること。 
イ 管渠の始まる箇所 
ロ 排水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所（管渠の清掃上支障がない箇所を除く。） 
ハ 管渠の内径又は内法幅の百二十倍を超えない範囲内の長さごとの管渠の部分のその清掃上適当な 
箇所  

五 ます又はマンホールに、ふたが設けられているものであること。  
六 ますの底に、深さが十五センチメートル以上の泥溜めが設けられているものであること。  
 
（特殊の材料又は構法による擁壁）  
第１４条 構造材料又は構造方法が第六条第一項第二号及び第七条から第十条までの規定によらない擁

壁で、国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものについては、これ

らの規定は適用しない。  

 
（規則への委任） 
第１５条 都道府県知事（地方自治法 （昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項 の
指定都市（以下この項において「指定都市」という。）又は同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核
市（以下この項において「中核市」という。）の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核

市の長。次項及び第二十二条において同じ。）は、都道府県（指定都市又は中核市の区域内の土地につ

いては、それぞれ指定都市又は中核市。次項において同じ。）の規則で、災害の防止上支障がないと認

められる土地において第六条の規定による擁壁の設置に代えて他の措置をとることを定めることがで

きる。  
２ 都道府県知事は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、この章の規定のみによつては宅地

造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと認める場合においては、都道府県の規則で、

この章に規定する技術的基準を強化し、又は必要な技術的基準を付加することができる。  

 
第３章 設計者及び届出を要する工事 

 
（資格を有する者の設計によらなければならない措置）  
第１６条 法第九条第二項 （法第十二条第三項 において準用する場合を含む。次条において同じ。）の
政令で定める措置は、次に掲げるものとする。  
一 高さが五メートルを超える擁壁の設置  
二 切土又は盛土をする土地の面積が千五百平方メートルを超える土地における排水施設の設置  
 

（設計者の資格）  

第１７条 法第九条第二項 の政令で定める資格は、次に掲げるものとする。  
一 学校教育法 （昭和二十二年法律第二十六号）による大学（短期大学を除く。）又は旧大学令（大正七
年勅令第三百八十八号）による大学において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、
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土木又は建築の技術に関して二年以上の実務の経験を有する者であること。  
二 学校教育法 による短期大学において、正規の土木又は建築に関する修業年限三年の課程（夜間にお
いて授業を行うものを除く。）を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して三年以上の実務の経

験を有する者であること。  
三 前号に該当する者を除き、学校教育法 による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令（明
治三十六年勅令第六十一号）による専門学校において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業

した後、土木又は建築の技術に関して四年以上の実務の経験を有する者であること。  
四 学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令（昭和十八年勅令第三十六号）
による中等学校において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術

に関して七年以上の実務の経験を有する者であること。  
五 国土交通大臣が前各号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有する者であると認めた者である

こと。  
 
（届出を要する工事）  
第１８条 法第十五条第二項 の政令で定める工事は、高さが二メートルを超える擁壁、地表水等を排除
するための排水施設又は地滑り抑止ぐい等の全部又は一部の除却の工事とする。  

 
第４章 造成宅地防災区域の指定の基準   
 
第１９条 法第二十条第一項 の政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する一団の造成宅地（こ
れに附帯する道路その他の土地を含み、宅地造成工事規制区域内の土地を除く。以下この条において同

じ。）の区域であることとする。  
一 次のいずれかに該当する一団の造成宅地の区域（盛土をした土地の区域に限る。次項第三号において

同じ。）であつて、安定計算によつて、地震力及びその盛土の自重による当該盛土の滑り出す力がその

滑り面に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力を上回ることが確かめられたもの 
イ 盛土をした土地の面積が三千平方メートル以上であり、かつ、盛土をしたことにより、当該盛土を 

した土地の地下水位が盛土をする前の地盤面の高さを超え、盛土の内部に浸入しているもの 
ロ 盛土をする前の地盤面が水平面に対し二十度以上の角度をなし、かつ、盛土の高さが五メートル以 

上であるもの  
二 切土又は盛土をした後の地盤の滑動、宅地造成に関する工事により設置された擁壁の沈下、切土又は

盛土をした土地の部分に生じた崖の崩落その他これらに類する事象が生じている一団の造成宅地の区

域  
２ 前項第一号の計算に必要な数値は、次に定めるところによらなければならない。  
一 地震力については、当該盛土の自重に、水平震度として〇・二五に建築基準法施行令第八十八条第一

項 に規定するＺの数値を乗じて得た数値を乗じて得た数値  
二 自重については、実況に応じて計算された数値。ただし、盛土の土質に応じ別表第二の単位体積重量

を用いて計算された数値を用いることができる。  
三 盛土の滑り面に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力については、イ又はロに掲げる一団の造成宅地

の区域の区分に応じ、当該イ又はロに定める滑り面に対する抵抗力であつて、実況に応じて計算された

数値。ただし、盛土の土質に応じ別表第三の摩擦係数を用いて計算された数値を用いることができる。 
イ 前項第一号イに該当する一団の造成宅地の区域 その盛土の形状及び土質から想定される滑り面 

であつて、複数の円弧又は直線によつて構成されるもの 
ロ 前項第一号ロに該当する一団の造成宅地の区域 その盛土の形状及び土質から想定される滑り面 
であつて、単一の円弧によつて構成されるもの  

 
第五章 雑則    
 
（収用委員会の裁決申請手続）  
第２０条 法第七条第三項 （法第二十条第三項 において準用する場合を含む。）の規定により土地収用
法 （昭和二十六年法律第二百十九号）第九十四条第二項 の規定による裁決を申請しようとする者は、
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国土交通省令で定める様式に従い同条第三項 各号（第三号を除く。）に掲げる事項を記載した裁決申請
書を収用委員会に提出しなければならない。  

 
（公告の方法）  
第２１条 法第十四条第五項 （法第十七条第三項 及び第二十二条第三項 において準用する場合を含
む。）の規定による公告は、公報その他所定の手段により行うほか、当該公報その他所定の手段による

公告を行つた日から十日間、当該宅地の付近の適当な場所に掲示して行わなければならない。  
 
（報告の徴収） 
第２２条 法第十九条 の規定により都道府県知事が報告を求めることができる事項は、次に掲げるもの
とする。  
一 宅地の面積及び崖の高さ、勾配その他の現況  
二 擁壁、排水施設及び地滑り抑止ぐい等の構造、規模その他の現況  
三 宅地に関する工事の計画及び施行状況  
 
（権限の委任）  
第２３条 この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を

地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。  
 
（国土交通省令への委任）  
第２４条 法及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令を実施するため必要な事項は、国土交通

省令で定める。  
 
附則 〔抄〕 

（施行期日） 

１ この政令は、法の施行の日（昭和三十七年二月一日）から施行する。  
附則 （昭和四〇年二月一二日政令第一五号）  
（施行期日） 
１ この政令は、昭和四十年三月一日から施行する。  
（経過規定） 
２ この政令の施行前に着手した宅地造成に関する工事については、なお従前の例による。  
附則 （昭和四五年一二月二日政令第三三三号） 抄  

（施行期日） 

１ この政令は、建築基準法の一部を改正する法律（昭和四十五年法律第百九号。以下「改正法」という。）

の施行の日（昭和四十六年一月一日）から施行する。  
（宅地造成等規制法施行令の一部改正に伴う経過措置） 

１１ この政令の施行前に着手した宅地造成等規制法（昭和三十六年法律第百九十一号）第八条第一項の

規定による許可を受けなければならない工事に対する宅地造成等規制法施行令第七条第三項第二号、第

九条及び第十一条の規定の適用については、なお従前の例による。  
附則 （昭和五三年五月三〇日政令第二〇五号）  

この政令は、昭和五十三年七月一日から施行する。  
附 則 （昭和五五年七月一四日政令第一九六号） 抄  

（施行期日） 

１ この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。  
（宅地造成等規制法施行令の一部改正に伴う経過措置） 

３ この政令の施行前に着手した宅地造成等規制法（昭和三十六年法律第百九十一号）第八条第一項の規

定による許可を受けなければならない工事に対する宅地造成等規制法施行令第七条第三項第二号、第九

条及び第十一条の規定の適用については、なお従前の例による。  
附 則 （昭和五六年四月二四日政令第一四四号） 抄  

（施行期日） 
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１ この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律（昭和五十五年法律第三十五号）の施

行の日（昭和五十六年四月二十五日）から施行する。  
附則 （昭和五六年七月七日政令第二四八号）  

この政令は、昭和五十六年八月一日から施行する。  
附則 （昭和五九年六月二九日政令第二三一号）  

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。  
附則 （昭和六二年三月二五日政令第五七号） 抄  

（施行期日） 
１ この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。  
附則 （昭和六二年一〇月六日政令第三四八号） 抄  
（施行期日） 
１ この政令は、建築基準法の一部を改正する法律（昭和六十二年法律第六十六号）の施行の日（昭和六

十二年十一月十六日）から施行する。  
附則 （平成三年三月一三日政令第二五号） 抄  

（施行期日） 

１ この政令は、平成三年四月一日から施行する。  
附則 （平成六年三月二四日政令第六九号） 抄  

（施行期日） 

１ この政令は、平成六年四月一日から施行する。  
附則 （平成六年九月一九日政令第三〇三号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この政令は、行政手続法の施行の日（平成六年十月一日）から施行する。  
附 則 （平成六年一二月二一日政令第三九八号）  

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規定並びに地方自治法の一部を

改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規定及び附則第二項の規定の施行の日

（平成七年四月一日）から施行する。  
附 則 （平成九年三月二六日政令第七四号） 抄  

（施行期日） 

１ この政令は、平成九年四月一日から施行する。  
附則 （平成一〇年一〇月三〇日政令第三五一号） 抄  

（施行期日） 

１ この政令は、平成十一年四月一日から施行する。  
附 則 （平成一一年一月一三日政令第五号）  

この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日（平成十一年五月一日）から施行する。  
附 則 （平成一一年一一月一〇日政令第三五二号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。  
附 則 （平成一二年四月二六日政令第二一一号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この政令は、建築基準法の一部を改正する法律（平成十年法律第百号）の施行の日（平成十二
年六月一日）から施行する。  
附則 （平成一二年六月七日政令第三一二号） 抄  

（施行期日） 

１ この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一

月六日）から施行する。  
附則 （平成一八年九月二二日政令第三一〇号）  

（施行期日） 

１ この政令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十八年九月三十日）から施

行する。  
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（宅地造成等規制法施行令の一部改正に伴う経過措置） 

２ この政令の施行前に第一条の規定による改正前の宅地造成等規制法施行令（以下この項において「旧

令」という。）第十五条の規定により国土交通大臣が旧令第六条から第十条までの規定による擁壁と同

等以上の効力があると認めた擁壁は、第一条の規定による改正後の宅地造成等規制法施行令（以下「新

令」という。）第十四条の規定により国土交通大臣が新令第六条第一項第二号及び第七条から第十条ま

での規定による擁壁と同等以上の効力があると認めた擁壁とみなす。  
３ この政令の施行の日から十四日以内に新令第十八条に規定する地滑り抑止ぐい等の全部又は一部の

除却の工事を行おうとする者に関する宅地造成等規制法（昭和三十六年法律第百九十一号）第十五条第

二項の規定の適用については、同項中「その工事に着手する日の十四日前までに」とあるのは、「あら

かじめ」とする。  
附則 （平成一八年一一月二九日政令第三七〇号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。  
（宅地造成等規制法施行令の一部改正に伴う経過措置） 

第二条  この政令の施行の日（以下「施行日」という。）前に宅地造成等規制法第八条第一項本文の許可
を受けた宅地造成に関する工事又は施行日前に同項若しくは同法第十二条第一項の規定によりされた

許可の申請に係る宅地造成に関する工事であってこの政令の施行の際許可若しくは不許可の処分がさ

れていないものの技術的基準については、第一条の規定による改正後の宅地造成等規制法施行令第五条

第三号及び第十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。  
第三条 施行日から十四日以内に第一条の規定による改正後の宅地造成等規制法施行令第十八条に規定

する地下水を排除するための排水施設の全部又は一部の除却の工事を行おうとする者に関する宅地造

成等規制法第十五条第二項の規定の適用については、同項中「その工事に着手する日の十四日前までに」

とあるのは、「あらかじめ」とする。  
附則 （平成一九年三月一六日政令第四九号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この政令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律（以下「改
正法」という。）の施行の日（平成十九年六月二十日）から施行する。  
附則 （平成二三年一二月二六日政令第四二七号）  

この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日（平成二十三年十二月二十七日）から施行す

る。  
附則 （平成二七年一月三〇日政令第三〇号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この政令は、地方自治法の一部を改正する法律（次条において「改正法」という。）の施行の日
（平成二十八年四月一日）から施行する。ただし、第一条中地方自治法施行令目次の改正規定、同令第

二編第八章第三節の節名を削る改正規定及び同令第百七十四条の四十九の二十の改正規定、第十四条、

第十七条、第十八条（指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政

令第四条第一項の改正規定を除く。）、第二十一条から第二十五条まで、第二十七条、第二十九条、第三

十二条、第三十三条、第三十六条及び第四十六条の規定並びに第四十七条中総務省組織令第四十七条の

二第四号の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。  
（宅地造成等規制法施行令の一部改正に伴う経過措置） 

第四条  施行時特例市に対する第十七条の規定による改正後の宅地造成等規制法施行令第十五条第一項
の規定の適用については、同項中「又は同法」とあるのは「、同法」と、「「中核市」とあるのは「「中

核市」という。）又は地方自治法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第四十二号）附則第二条に

規定する施行時特例市（以下この項において「施行時特例市」と、「又は中核市」とあるのは「、中核

市又は施行時特例市」とする。  
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別表第１（第５条関係）

擁壁を要しな
い勾配の上限

擁壁を要する
勾配の下限 

軟岩（風化の著しいものを除く。） ６０度 ８０度

風化の著しい岩 ４０度 ５０度

砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘土
その他これらに類するもの

３５度 ４５度

土　　　　　　　　質

別表第２（第７条関係）
単位体積重量
（１立方メー
トルにつき）

土圧係数

砂　利　又　は　砂 １．８トン ０．３５

砂　　　質　　　土 １．７トン ０．４０

シルト、粘土又はそれらを多量に含む
土

１．６トン ０．５０

土　　　　　　　　質

別表第３（第７条関係）

摩擦係数

０．５

０．４

０．３

土　　　　　　　　　　質

シルト、粘土又はそれらを多量に含む土（擁壁の基礎底
面から少なくとも１５センチメートルまでの深さの土を
砂利又は砂に置き換えた場合に限る。）

岩、岩屑、砂利又は砂

砂　　　質　　　土
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別表第４（第８条関係）

勾　　配 高　　　　さ 下端部分の厚さ

２メートル以下 ４０センチメートル以上

２メートルを超え

３メートル以下 
５０センチメートル以上

２メートル以下 ４０センチメートル以上

２メートルを超え
３メートル以下 

４５センチメートル以上

３メートルを超え
４メートル以下 

５０センチメートル以上

３メートル以下 ４０センチメートル以上

３メートルを超え
４メートル以下 

４５センチメートル以上

４メートルを超え
５メートル以下 

６０センチメートル以上

２メートル以下 ５０センチメートル以上

２メートルを超え
３メートル以下 

７０センチメートル以上

２メートル以下 ４５センチメートル以上

２メートルを超え
３メートル以下 

６０センチメートル以上

３メートルを超え
４メートル以下 

７５センチメートル以上

２メートル以下 ４０センチメートル以上

２メートルを超え
３メートル以下 

５０センチメートル以上

３メートルを超え

４メートル以下 
６５センチメートル以上

４メートルを超え
５メートル以下 

８０センチメートル以上

２メートル以下 ８５センチメートル以上

２メートルを超え
３メートル以下 

９０センチメートル以上

２メートル以下 ７５センチメートル以上

２メートルを超え
３メートル以下 

８５センチメートル以上

３メートルを超え
４メートル以下 

１０５センチメートル以上

２メートル以下 ７０センチメートル以上

２メートルを超え
３メートル以下 

８０センチメートル以上

３メートルを超え

４メートル以下 
９５センチメートル以上

４メートルを超え
５メートル以下 

１２０センチメートル以上

第
　
　
二

　
　
種

真　砂　土

・
関東ローム
・

硬質粘土

・
その他これら

に類するもの

７０度を超え
７５度以下 

６５度を超え

７０度以下 

６５度以下

土　　　質

７０度を超え
７５度以下 

６５度を超え
７０度以下 

６５度以下

擁　　　　　　　　　壁

岩
・

岩　　屑
・

砂　　利

又は

砂利まじり砂

第

　
　
一
　

　
種

第
　
　

三
　
　
種

その他の土質

７０度を超え
７５度以下 

６５度を超え
７０度以下 

６５度以下
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参考資料―４ 

 

 

住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準 

 
出典：建設省告示第 1653 号、平成 12 年 7 月 19 日、抜粋 

最終改正平成 14 年 8 月 20 日国土交通省告示第 721 号 

平成十八年三月一日施行 
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住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第七十条の規定に基づき、

住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準を次のように定める。 
 

 

第 1 趣旨 

この基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11年法律第 81号)第 74条に規定する指定住

宅紛争処理機関による住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準として、不具合事象の発生と構造耐力上

主要な部分に瑕疵が存する可能性との相関関係について定めるものとする。 

第 2 適用範囲 

この基準は、住宅に発生した不具合である事象で、次に掲げる要件に該当するもの(以下「不具合事象」

という。)について適用する。 

１   新築時に建設住宅性能評価書が交付された住宅で、指定住宅紛争処理機関に対してあっせん、調

停又は仲裁の申請が行われた紛争に係るものにおいて発見された事象であること。 

２   当該住宅を新築する建設工事の完了の日から起算して十年以内に発生した事象であること。 

３   通常予測できない自然現象の発生、居住者の不適切な使用その他特別な事由の存しない通常の状

態において発生した事象であること。 

 

第 3 各不具合事象ごとの基準 

１   傾斜 

次に掲げる部位の区分に応じ、それぞれ次に掲げる表の(ろ)項の住宅の種類ごとに掲げる不具合事象が

発生している場合における構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性は、同表の(は)項に掲げるとおり

とする。 

 

(１)   壁又は柱 

（い） (ろ) (は) 

レベル 住宅の種類 構造耐力上主要な部分に瑕疵

が存する可能性 木造住宅、鉄骨造住宅、鉄筋コンクリート造住宅又は鉄骨鉄筋

コンクリート造住宅 

１ 3／1000 未満の勾配(凹凸の少ない仕上げによる壁又は柱の表

面と、その面と垂直な鉛直面との交差する線(2m程度以上の長

さのものに限る。)の鉛直線に対する角度をいう。以下この表に

おいて同じ。)の傾斜 

低い。 

２ 3／1000以上 6／1000未満の勾配の傾斜 一定程度存する。 

３ 6／1000以上の勾配の傾斜 高い。 
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(２)   床(排水等の目的で勾配が付されているものを除く。) 

(い) (ろ) (は) 

レベル 住宅の種類 構造耐力上主要な部分に瑕疵が

存する可能性 木造住宅、鉄骨造住宅、鉄筋コンクリート造住宅又は鉄骨鉄筋コ

ンクリート造住宅 

１ 

 

3／1000 未満の勾配(凹凸の少ない仕上げによる床の表面におけ

る 2 点(3m 程度以上離れているものに限る。)の間を結ぶ直線の

水平面に対する角度をいう。以下この表において同じ。)の傾斜 

低い。 

２ 3／1000以上 6／1000未満の勾配の傾斜 一定程度存する。 

３ 6／1000以上の勾配の傾斜 高い。 

 

２   ひび割れ 

次に掲げる部位及びその仕上げの区分に応じ、それぞれ次に掲げる表の(ろ)項の住宅の種類ごとに掲げ

る不具合事象が発生している場合における構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性は、同表の(は)項

に掲げるとおりとする。 

(１)   壁、柱、床、天井、はり又は屋根(パラペット及び庇の部分を除く。) 

－省略－ 

(２)   基礎 

イ  乾式の仕上材による仕上げ 

－省略－ 

    ロ 湿式の仕上材による仕上げ 

（い） （ろ） （は） 

レベル 住宅の種類 構造耐力上主要な部分に瑕疵が

存する可能性 木造住宅、鉄骨造住宅、鉄筋コンクリート造住宅又は鉄骨鉄筋コ

ンクリート造住宅 

１ レベル 2及びレベル 3に該当しないひび割れ 低い。 

２ 仕上材と構造材にまたがった幅 0.3㎜以上 0.5㎜未満のひび割れ

(レベル 3に該当するものを除く。) 

一定程度存する。 

３ ①仕上材と乾式の下地材にまたがったひび割れ 
②仕上材と構造材にまたがった幅 0.5㎜以上のひび割れ 
③さび汁を伴うひび割れ 

高い。 

ハ 構造材による仕上げ 

（い） （ろ） （は） 

レベル 住宅の種類 構造耐力上主要な部分に瑕疵が

存する可能性 木造住宅、鉄骨造住宅、鉄筋コンクリート造住宅又は鉄骨鉄筋コ

ンクリート造住宅 

１ レベル 2及びレベル 3に該当しないひび割れ 低い。 

２ 幅 0.3㎜以上 0.5㎜未満のひび割れ(レベル 3に該当するものを除
く。) 

一定程度存する。 

３ ①幅 0.5㎜以上のひび割れ 
②さび汁を伴うひび割れ 

高い。 
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３   欠損 

次に掲げる部位及びその仕上げの区分に応じ、それぞれ次に掲げる表の(ろ)項の住宅の種類ごとに掲げ

る不具合事象が発生している場合における構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性は、同表の(は)項

に掲げるとおりとする。 

(１)   壁、柱、床、天井、はり又は屋根(パラペット及び庇の部分を除く。) 

－省略－ 

(２)   基礎 

イ 乾式の仕上材による仕上げ 

－省略－ 

    ロ 湿式の仕上材による仕上げ 

（い） （ろ） （は） 

レベル 住宅の種類 構造耐力上主要な部分

に瑕疵が存する可能性 木造住宅 鉄骨造住宅、鉄筋コンクリート造住宅

又は鉄骨鉄筋コンクリート造住宅 

１ レベル 2及びレベル 3に該当し

ない欠損 

レベル 2及びレベル 3に該当しない

欠損 

低い。 

２ 構造材における深さ 5㎜以上 20

㎜未満の欠損(レベル 3に該当す

るものを除く。) 

構造材における深さ 5㎜以上 20㎜未

満の欠損(レベル 3に該当するものを

除く。) 

一定程度存する。 

３ ①仕上材と乾式の下地材にまた

がった欠損 
②構造材における深さ 20㎜以上
の欠損 

③さび汁を伴う欠損 
④鉄筋が露出する欠損 

①仕上材と乾式の下地材にまたがっ

た欠損 
②構造材における深さ 20㎜以上の欠
損 
③さび汁を伴う欠損 
④鉄筋又は鉄骨が露出する欠損 

高い。 

ハ 構造材による仕上げ 

（い） （ろ） （は） 

レベル 住宅の種類 構造耐力上主要な部分

に瑕疵が存する可能性 木造住宅 鉄骨造住宅、鉄筋コンクリート造住宅

又は鉄骨鉄筋コンクリート造住宅 

１ レベル 2及びレベル 3に該当し

ない欠損 

レベル 2及びレベル 3に該当しない

欠損 

低い。 

２ 深さ5㎜以上20㎜未満の欠損(レ

ベル 3に該当するものを除く。)

深さ5㎜以上20㎜未満の欠損(レベル

3に該当するものを除く。) 

一定程度存する。 

３ ①深さ 20㎜以上の欠損 

②さび汁を伴う欠損 

③鉄筋が露出する欠損 

①深さ 20㎜以上の欠損 

②さび汁を伴う欠損 

③鉄筋又は鉄骨が露出する欠損 

高い。 
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４   破断又は変形 

－省略－ 

第 4 留意事項 

この基準を住宅紛争処理の参考とするに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。 

１   次の(1)又は(2)に掲げる不具合事象については、この基準を参考としないこと。 

(１)   材料特性の異なる下地材及び構造材又は下地材同士若しくは構造材同士が接合された部分に発

生したひび割れ又は欠損 

(２)   鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅における次に掲げる事象 

イ 乾式の仕上材による仕上げが施された屋根に発生した複数の乾式の仕上材にまたがったひび割

れ又は欠損(構造材との間にまたがった幅 0.3mm以上のひび割れ、構造材における深さ 5mm以上

の欠損及び鉄筋又は鉄骨が露出する欠損を除く。) 

ロ ひび割れ誘発目地に発生したひび割れ若しくは欠損又はひび割れ誘発目地から連続したひび割

れ若しくは欠損 

ハ 土に接する壁、柱、床、天井又ははりに発生したさび汁が伴うひび割れ、欠損又は破断若しくは

変形 

ニ はね出し縁(バルコニー、片廊下その他これに類するものをいう。)の床の先端部分に発生したひ

び割れ又は欠損 

２   特殊な建築材料又は構造方法を用いた住宅については、その建築材料又は構造方法の特性に配慮

した上で、この基準を参考とすること。 

３   この基準における「構造耐力上主要な部分における瑕疵」は、大規模な修補が必要となる比較的

重要なものから局部的な修補のみが必要となる比較的軽微なものまでを含むものであること。 

４   紛争処理委員は、この基準を参考とする場合であっても、個別の住宅における不具合事象の発生

状況その他の状況を総合的に勘案して、住宅紛争処理を迅速かつ適正に進めること。 

５   この基準は、構造耐力上主要な部分における瑕疵の有無を特定するためのものではないため、レ

ベル 1に該当しても構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する場合があり、また、レベル 3に該当して

も構造耐力上主要な部分に瑕疵が存しない場合もあること。 

附 則 (平成一八年二月二三日国土交通省告示第三〇八号) 

この告示は、平成十八年三月一日から施行する。 
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参考資料-５ 

 

復旧工事への補助や支援 
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（1）被災宅地復旧支援（復興基金）制度 

熊本地震において多数発生した宅地被害において、早期の宅地復旧と被災者の負担軽減を図るため、公共

事業制度に該当しない個人施工の復旧工事等に対する費用の一部を支援するもの。支援の対象工事と補助額

を以下に示す。なお、各工事の費用には調査・設計費を含む。 

◆対象となる工事 

(1) 復旧工事 

平成28年熊本地震による被災宅地の復旧のための、次の工事 

①のり面の復旧工事 

②擁壁の復旧工事（旧擁壁の撤去、擁壁に関する排水施設設置工事を含む。） 

③地盤の復旧工事（陥没への対応工事を含む。） 

(2)地盤改良工事 

平成28年熊本地震により液状化が発生したとみられる区域における液状化の再度災害防止のための地盤 

改良工事。 

(3)住宅基礎の傾斜修復工事 

平成28年熊本地震による住宅建屋の基礎の沈下又は傾斜を修復する工事。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆補助額と個人負担額 

補助額は、個人施工の工事費から50万円を控除した額に2/3を乗じた額。なお、対象工事費は1,000万

円まで。下記に補助額の例を示す。 

 

工事費 ５０万円 １００万円 ２００万円 ５００万円 ８００万円 １，０００万円 

個人負担額 ５０万円  ６７万円 １００万円 ２００万円 ３００万円   ３６７万円 

支援額   ０  ３３万円 １００万円 ３００万円 ５００万円   ６３３万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

擁壁の復旧 
 

旧擁壁の撤去 

地盤の復旧 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

住宅の基礎の補正 
（ジャッキアップ等） 
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（2）被災者生活再建支援制度  

この制度は、熊本県内において、住宅が全壊（全焼・全流失）した世帯や、住宅が半壊し又は敷地等に被害が

生じてやむなく解体した世帯、大規模半壊した世帯に対し、生活再建支援を行うものである。 

 

区  分 

基礎支援金 加算支援金 
計 

住宅の被害程度 住宅の再建方法 

基礎支援金（1） 加算支援金（２） （1）+（2） 

複数世帯 

(世帯の構成員が複数)

全 壊 世 帯

100 

建設・購入 200 300 

解 体 世 帯 補修 100 200 

長期避難世帯 賃借 50 150 

大規模半壊

世 帯
50 

建設・購入 200 250 

補修 100 150 

賃借 50 100 

単数世帯 

(世帯の構成員が単数)

全 壊 世 帯

75 

建設・購入 150 225 

解 体 世 帯 補修 75 150 

長期避難世帯 賃借 37.5 112.5 

大 規模半壊

世 帯
37.5 

建設・購入 150 187.5 

補修 75 112.5 

賃借 37.5 75 

※ 解体世帯とは、半壊解体世帯、敷地被害解体世帯をいいます。 

住宅が「半壊」または「大規模半壊」の罹災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと非常に

危険であったり、修理するにはあまりにも高い経費がかかるため、これらの住宅を解体した場合には、「解体世帯」として、「全壊世

帯」と同等の支援が受けられます。 

出典：熊本県HP（健康福祉部 健康福祉政策課） 
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（３）融資制度 

◆災害復興住宅融資 

この制度は、自然災害により被害が生じた住宅の所有者又は居住者が、居住するための住宅を建設、購入

又は補修する場合に利用できる融資である。 

■ご利用いただくためには 

 住宅に被害を受けた旨の「り災証明書（一部損壊も可）」の交付を受けたものであること（災害後の転

入者は対象外） 

 ご自分又は親が居住するための被災宅地の敷地に対する工事であること 

 被災宅地の補修工事を行うこと（被災住宅の補修工事の借入は不要、宅地の工事〔事業分担金〕のみ

の融資も可能） 

 

■融資金利 ：年0.55%【平成29年1月17日現在】 

■融資限度額：４４０万円（整地資金） 

 （参考）７３０万円（建物の補修資金） 

 

 

◆宅地防災工事資金融資 

この制度は、法令（宅地造成等規制法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律、建築基準法）に基

づく勧告又は改善命令を受けた方が、勧告等に基づき災害予防関連工事を行う場合に利用できる融資である。

なお、本融資制度は、勧告対象となる宅地上に住宅が存在していることが必要である（現状更地で、将来、住宅

建築予定の場合も可）。 

■ご利用いただくためには 

 宅地造成等規制法に基づく勧告又は改善命令が必要 

 勧告対象となる宅地上に宅地が存在していること（将来、住宅建築予定の場合も可） 

■融資金利 ：年0.83％【平成29年1月17日現在】 

■融資限度額：1,170万円（ただし必要な資金の額（工事費）の９割の額まで） 
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参考資料－６  

 

 

相談窓口 
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（１）各種相談窓口 

①被災宅地の復旧全般について 

上記以外の市町村にお住まいの方も、各市町村にご相談ください 

 

②被災宅地に対する助成･融資制度について 

制度名 自治体･担当部署 電話番号 

被災宅地復旧支援 
（復興基金）制度 

各市町村担当窓口  

宅地防災工事資金融資 
災害復興住宅融資 

住宅金融支援機構 
0120-086-353 

（災害専用ダイヤル） 
 

自治体名 担当部署 電話番号 

熊本市 都市建設局 都市政策部 震災宅地対策課 096-328-2966 

八代市 建設部 建設政策課 0965-33-4116 

玉名市 建設部 建設課 0968-75-1122 

山鹿市 建設部 都市計画課 0968-43-1591 

菊池市 建設部 都市整備課 0968-25-7242 

宇土市 建設部 都市整備課または土木課 0964-22-1111 

宇城市 土木部 都市整備課 0964-32-1694 

阿蘇市 土木部 建設課または住環境課 0967-22-3187 または 3169

天草市 建設部 建設総務課 0969-32-6794 

合志市 事業部 都市計画課 096-242-1104 

美里町 建設課 0964-47-1113 

玉東町 建設課 0968-85-3112 

南関町 建設課 0968-57-8505 

和水町 建設課 0968-86-5726 

大津町 土木部 都市計画課 096-293-4011 

菊陽町 産業建設部 都市計画課 096-232-4927 

南小国町 建設課 0967-42-1111 

産山村 経済建設課 0967-25-2213 

高森町 総務課 0967-62-1111 

西原村 産業課 096-279-3111 

南阿蘇村 建設課 0967-67-3178 

御船町 農業振興課 096-282-1617 

嘉島町 建設課 096-237-2619 

益城町 都市計画課 096-286-3340 

甲佐町 建設課 096-234-1183 

山都町 建設課 0967-72-1145 

氷川町 建設下水道課 0965-52-5856 

錦町 地域整備課 0966-38-4418 

球磨村 総務課 0966-32-1111 
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参考資料－７ 

 

 

宅地擁壁工法選定フロー 

 

 
出典：大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドラインおよび同解説(案)、平成 27年 3月 

PP2-23～28、PP3-66～68、一部加筆修正 
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参考図 7-1 擁壁復旧対策工法の選定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被災擁壁の上部宅地に
家屋が存在しない 

 擁壁高が 5ｍ以内 

 

※5ｍごとに 1.5ｍの小段

を設ける 

Yes

No

のり面処理 

・のり面工 

（のり勾配 1:1.8） 

亀裂

崩壊

擁壁補強＋擁壁補修 

・抑止杭工 

・擁壁補修工 

擁壁再構築 

・ 練石積擁壁工 

擁壁補強 

・鉄筋挿入工（圧縮補強）

※1 杭の施工スペースは、杭中心から両側に 2.5ｍ以上。 

※2 既設擁壁と下部家屋の離隔が 1ｍ以上の場合、再構築可能と判断する。 

※3 鉄筋挿入工（圧縮補強）の施工スペースは、表Ⅵ.3.1参照。 

※4 既設擁壁と下部家屋の離隔が鉄筋挿入工（引張補強）は 2ｍ以上、アンカー工は 4.5ｍ以上の場合、施工可能と判断する。

擁壁補強＋擁壁再構築

・矢板併用抑止杭工 

・練石積擁壁 

擁壁補強 

・アンカー工 

・鉄筋挿入工（引張補強）

家屋移転など 

No

Yes

No

Yes上部家屋や主要道路等が 
擁壁再構築の掘削影響範囲 

に入らない 

 

Yes

上部家屋と被災擁壁の 
間に杭の施工スペースが 

ある ※1 

Yes

 

No

 
練石積擁壁の 

再構築が可能 ※2 

No

 
上部家屋と下部家屋の間に 
鉄筋挿入工（圧縮補強）の施工 

スペースがある ※3 

No

Yes

 擁壁前面からの補強工法
が施工可能 ※4 

Yes

Yes

No

No

No

Yes既設擁壁は 
適格擁壁である 

擁壁の被災状況 
（崩壊 or亀裂） 

のり面にすることが可能 

※他に施工可能な工法が

ないことを前提とする

スタート 
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参考表 7-1 現場条件による鉄筋挿入工（圧縮補強）の適用性（既設擁壁勾配 1:0.3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

壁高 H＝ ｍ 壁高 H＝ ｍ

壁高 H＝ ｍ 壁高 H＝ ｍ

壁高 H＝ ｍ 壁高 h＝ ｍ

壁高 H＝ ｍ 壁高 h＝ ｍ

壁高 h＝ ｍ

a : 既設擁壁と下部家屋との離隔

b : 既設擁壁と上部家屋との離隔

○ ： 施工可能

× ： 施工不可

： 擁壁面に補強材を設置することが必要

1.0

b

0.1ｍ 0.5ｍ 1.0ｍ 1.5ｍ 2.0ｍ 2.5ｍ 3.0ｍ

a

0.1ｍ

1.5ｍ

0.5ｍ ×

1.0ｍ × × ○

× ○ ○ ○

2.0ｍ × ○ ○ ○ ○

1.5

b

0.1ｍ 0.5ｍ 1.0ｍ 1.5ｍ 2.0ｍ 2.5ｍ 3.0ｍ

a

0.1ｍ

0.5ｍ × ×

1.0ｍ × ○ ○

1.5ｍ × ○ ○ ○

2.0ｍ × ○ ○ ○ ○

2.0

b

0.1ｍ 0.5ｍ 1.0ｍ 1.5ｍ 2.0ｍ 2.5ｍ 3.0ｍ

a

0.1ｍ

0.5ｍ × × ×

1.0ｍ × ○ ○ ○

1.5ｍ × ○ ○ ○ ○

2.0ｍ × ○ ○ ○ ○

2.5

b

0.1ｍ 0.5ｍ 1.0ｍ 1.5ｍ 2.0ｍ 2.5ｍ 3.0ｍ

a

0.1ｍ

0.5ｍ × × ×

1.0ｍ × ○ ○ ○

1.5ｍ × ○ ○ ○ ○

○ ○2.0ｍ × ○ ○ ○

3.0

b

0.1ｍ 0.5ｍ 1.0ｍ 1.5ｍ 2.0ｍ 2.5ｍ 3.0ｍ

a

0.1ｍ

0.5ｍ × × ×

1.0ｍ × ○ ○ ○

1.5ｍ × ○ ○ ○ ○

2.0ｍ × ○ ○ ○ ○ ○

3.5

b

0.1ｍ 0.5ｍ 1.0ｍ 1.5ｍ 2.0ｍ 2.5ｍ 3.0ｍ

a

0.1ｍ

0.5ｍ × × × ×

1.0ｍ × ○ ○ ○ ○

1.5ｍ × ○ ○ ○ ○ ○

2.0ｍ × ○ ○ ○ ○ ○

4.0

b

0.1ｍ 0.5ｍ 1.0ｍ 1.5ｍ 2.0ｍ 2.5ｍ 3.0ｍ

a

0.1ｍ

0.5ｍ × × × ×

1.0ｍ × ○ ○ ○ ○

1.5ｍ × ○ ○ ○ ○ ○

2.0ｍ × ○ ○ ○ ○ ○

4.5

b

0.1ｍ 0.5ｍ 1.0ｍ 1.5ｍ 2.0ｍ 2.5ｍ 3.0ｍ

a

0.1ｍ

0.5ｍ × × × ×

1.0ｍ × ○ ○ ○ ○

1.5ｍ × ○ ○ ○ ○ ○

2.0ｍ × ○ ○ ○ ○ ○

5.0

b

0.1ｍ 0.5ｍ 1.0ｍ 1.5ｍ 2.0ｍ 2.5ｍ 3.0ｍ

a

0.1ｍ

0.5ｍ × × × ×

1.0ｍ × ○ ○ ○ ○

1.5ｍ × ○ ○ ○ ○ ○

○ ○2.0ｍ × ○ ○ ○
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参考表 7-2（1） 対策工法の種類と概要（個々の宅地で行う耐震対策工）その１ 

対策 
工法 
の 
種類 

対策工法の概要 

工法の概説 維持管理 
対策箇所および施工スペー

ス 
概算直接工事単価
（参考）H26 年度

擁
壁
補
修
工
法 

[

擁
壁
補
強] 

局部的な補修により、
擁壁の機能を回復させ
る対策工法である。クラ
ック補修や部分補強等
が該当する。なお、補修
できない場合は、再構築
が必要となる。 

擁壁工や背
面地盤の変
位等を、地震
後に、目視に
て確認する
必要がある。

●対策箇所 
宅地擁壁の補修および復旧
が必要な箇所が対策箇所と
なる。 
 
●施工スペース 
擁壁補修の場合は、擁壁前面
に 1ｍ程度の施工スペース
があればよい。擁壁再構築の
場合は、擁壁前面に 2ｍ程度
の施工スペースが必要であ
る。擁壁を一時的に撤去する
ため、擁壁背面にも 1ｍ程度
の施工スペースが必要とな
る場合もある。場合によって
は、土留め杭等の併用が必要
となる。 

150 千円/ｍ程度 
(重力式擁壁Ｈ＝3
ｍの再構築を想定)

固
結
工
法 

擁壁支持力を補強す
ること、擁壁背面土圧を
受け止めること、地盤変
形を抑止することを目
的に、擁壁基礎地盤もし
くは、背面地盤を地盤改
良により固化する対策
工法である。 
なお、固結工法は地下

水の流動阻害を起こさ
ない配置とし、施工にあ
たっては固化材の地下
水への流出を防止する
必要がある。また、構造
物などに近接する場合
はその影響を防止する
ため、低変位型の工法を
選定する必要がある。 

維持管理は
必要ない。 

●対策箇所 
擁壁基礎地盤または、擁壁背
面地盤が対策箇所となる。 
 
●施工スペース 
擁壁基礎地盤や擁壁背面地
盤を対象とするため、高圧噴
射攪拌工による施工が想定
される。施工機械がボーリン
グマシンであるため、施工幅
は 5ｍが必要である。 

22 千円/ｍ3程度 
(高圧噴射攪拌工、
二重管、有効改良径
φ2.0ｍを想定) 

-46-



 

参考表 7-2（2） 対策工法の種類と概要（個々の宅地で行う耐震対策工）その２ 

対策 
工法 
の 
種類 

対策工法の概要 

工法の概説 維持管理 対策箇所および施工スペース 
概算直接工事単価 
（参考）H26 年度 

抑
止
杭
工
法 

擁壁背面部にＨ鋼杭、
鋼管杭等を打設して、擁
壁背面土圧を受け持つと
ともに、地盤変形を抑止
する対策工法である。 

杭頭や周辺
地盤の変位
等を、地震後
に、目視確認
するととも
に、定期的な
観測を実施
する必要が
ある。 

●対策箇所 
宅地擁壁への背面地盤からの
土圧を受け持つ、地盤変形を
抑止するものであるため、対
策箇所は、擁壁背面部となる。 
 
●施工スペース 
大口径ボーリングマシンを用
いた施工となるため、施工幅
は 5ｍが必要である。 

220～330 千円/ｍ程
度 
(杭施工延長当り、
Ｈ鋼杭、杭長 12ｍ以
下を想定、仮設工別
途) 

地
山
補
強
土
工
法 

[
地
盤
補
強
﹈[

擁
壁
補
強
﹈ 

既設の擁壁等を鉄筋
などで補強する工法で
あり、擁壁前面に吹付法
枠等を設置して補強材
を打設し、地震に対する
安定性を確保する対策
工法である。 

補強材頭部
および補強
された構造
物、周辺地盤
に対して、地
震後に、目視
観察を行う
必要がある。

●対策箇所 
宅地擁壁の補強を目的とする
ため、宅地擁壁が対策箇所と
なる。 
 
●施工スペース 
施工機械は、定置式ドリルを
用いた施工が想定され、補強
材設置部の前面に2～3ｍ程度
の施工スペースが必要であ
る。 

35 千円/ｍ2程度 
(鉄筋挿入工（引張
補強）を想定、対策
工設置面積当り、削
孔長 3ｍ、削孔径φ
65mm、受圧板を想
定、仮設工は別途)

 

-47-



 

参考表 7-2（3） 対策工法の種類と概要（個々の宅地で行う耐震対策工）その２ 

対策 
工法 
の 
種類 

対策工法の概要 

工法の概説 維持管理 対策箇所および施工スペース 
概算直接工事単価 
（参考）H26 年度 

グ
ラ
ウ
ン
ド
ア
ン
カ
ー
工
法 

﹇
擁
壁
補
強
﹈ 

既設の擁壁が地震に対
する安定性を満足してお
らず、補修で対応できな
い場合に適用する。擁壁
前面に受圧板等を設置し
た後、アンカー材を打
設・緊張し、擁壁背面地
盤の安定を確保する対策
工法である。 

アンカー頭
部およびア
ンカーされ
た擁壁など
の構造物、周
辺地盤に対
して、定期的
に、目視観察
を行う必要
がある。 

●対策箇所 
宅地擁壁の補強を目的とする
ため、対策箇所は、宅地擁壁
となる。アンカー長が 7ｍ以
上と長い他、定着層を安定し
た地盤とすることが必要であ
るため、隣接する宅地内にア
ンカー体が入り込む場合もあ
るので、周辺住民との協議、
合意形成が必要となる。 
 
●施工スペース 
ロータリーパーカッション
(スキッド型)を用いた施工が
想定され、アンカー設置部の
前面に 4～5ｍ程度の施工スペ
ースが必要である。 

69 千円/ｍ2程度 
(アンカー設置面積
当り、アンカー長 15
ｍ、削孔径φ115mm、
受圧板を想定、仮設
工は別途) 

住
宅
基
礎
の
立
上
げ
工
法 

鋼管杭や地盤改良によ
り、基礎を立上げ地盤変
形による被害を軽減する
対策工法である。 
 
 
 
 
 
 
 
住宅基礎の立上げ工法
 
 
 
 
 
 
 
 
住宅基礎の補強工法 

維持管理は
必要ない。 

●対策箇所 
鋼管杭や地盤改良は、住宅基
礎の下部に設置するものであ
り、対策箇所は住宅範囲に一
致する。 
 
●施工スペース 
住宅の周りに幅1～2ｍの施工
余裕が必要である。 

30～70千円/ｍ2程度
(家屋面積当り、鋼管
杭、杭長 5ｍを想定)
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参考資料－８ 

 

 

復旧工法要領シート 
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参考表8-1　復旧工法要領シート（１）

■擁壁の補修・補強
□のり面の補修・補強
□宅地地盤の補修・補強
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参考表8-2　復旧工法要領シート（２）

■擁壁の補修・補強
□のり面の補修・補強
□宅地地盤の補修・補強
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参考表8-3　復旧工法要領シート（３）

■擁壁の補修・補強
□のり面の補修・補強
□宅地地盤の補修・補強
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参考表8-4　復旧工法要領シート（４）

■擁壁の補修・補強
□のり面の補修・補強
□宅地地盤の補修・補強
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参考表8-5　復旧工法要領シート（５）

■擁壁の補修・補強
■のり面の補修・補強
□宅地地盤の補修・補強
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参考表8-6　復旧工法要領シート（６）

■擁壁の補修・補強
■のり面の補修・補強
□宅地地盤の補修・補強
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参考表8-7　復旧工法要領シート（７）

7,000～12,000円/㎡(直工)

■擁壁の補修・補強
■のり面の補修・補強
□宅地地盤の補修・補強
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参考表8-8　復旧工法要領シート（８）

□擁壁の補修・補強
■のり面の補修・補強
□宅地地盤の補修・補強
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参考表8-9　復旧工法要領シート（９）

■擁壁の補修・補強
■のり面の補修・補強
■宅地地盤の補修・補強
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参考表8-10　復旧工法要領シート（１０）

■擁壁の補修・補強
■のり面の補修・補強
■宅地地盤の補修・補強
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参考表8-11　復旧工法要領シート（１１）

■擁壁の補修・補強
■のり面の補修・補強
■宅地地盤の補修・補強
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参考表8-12　復旧工法要領シート（１２）

■擁壁の補修・補強
■のり面の補修・補強
□宅地地盤の補修・補強
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参考表8-13　復旧工法要領シート（１３）

■擁壁の補修・補強
■のり面の補修・補強
■宅地地盤の補修・補強
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参考表8-14　復旧工法要領シート（１４）

■擁壁の補修・補強
■のり面の補修・補強
□宅地地盤の補修・補強
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参考表8-15　復旧工法要領シート（１５）

30,000～40,000円/㎡(直工)

■擁壁の補修・補強
■のり面の補修・補強
□宅地地盤の補修・補強



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料－９ 

 

宅地擁壁復旧対策工法の事例 
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事 例 １ 

 

適用工法 

ブロック積擁壁工再構築 
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擁壁の被災状況写真-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

擁壁の被災状況写真-2 
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対策工計画平面図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策工計画断面図、割付図 
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対策工施工後状況写真-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策工施工後状況写真-2 
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事 例 ２ 

 

適用工法 

プレキャスト L型擁壁工再構築 
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擁壁の被災状況写真-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

擁壁の被災状況写真-2 
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対策工計画平面図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策工計画断面図 
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対策工施工後状況写真-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策工施工後状況写真-2 
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事 例 ３ 

 

適用工法 

鉄筋挿入工 
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擁壁の被災状況写真-1 
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対策工計画平面図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策工計画断面図 
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対策工施工後状況写真-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策工施工後状況写真-2 
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事 例 ４ 

 

適用工法 

網状鉄筋挿入工 
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擁壁の被災状況写真-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

擁壁の被災状況写真-2 
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対策工計画平面図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策工計画断面図 
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対策工施工後状況写真-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策工施工後状況写真-2 
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事 例 ５ 

 

墨汁・墨を用いた 

新規打設コンクリート表面の 

修景に関する実験的検討 
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参考資料－１０  

 

擁壁工法の設計時に照査すべき検討事項 

 

 
出典：宅地防災マニュアルの解説、平成 19年 12 月、宅地防災研究会編集 

P303、P321、一部加筆修正 
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１．擁壁に求められる性能 

開発事業において設置される擁壁は、平常時における安全性を確保するために必要な性能を確保するこ

とはもちろん、地震時においても各擁壁に求められる安全性を確保するために必要な性能を備えておく必

要がある。このため、宅地造成等規制法に基づく許可あるいは都市計画法に基づく開発許可の対象となる

擁壁については、常時、中地震時、大地震時においてそれぞれ想定される外力に対して、次の性能を満足

するように設計を行う。 

①常時 

常時荷重により、擁壁には転倒、滑動及び沈下が生じずクリープ変位も生じない。また、擁壁躯体

にクリープ変形が生じない。 

②中地震時 

中地震時に想定される外力により、擁壁に有害な残留変形が生じない。 

③大地震時 

大地震に想定される外力により、擁壁壁が転倒、滑動及び沈下が生じず、また擁壁躯体にもせん断

破壊あるいは曲げ破壊が生じない。 

 

２．照査のための検討事項 

常時、中地震時及び大地震時において備えるべき性能について照査するために、以下の検討を行う。 

（１）常時における検討 

①擁壁全体の安定モーメントが転倒モーメントの 1.5倍以上であること。 

②擁壁底面における滑動抵抗力が滑動外力の 1.5倍以上であること。 

③最大接地圧が、地盤の長期許容支持力以下であること。 

④擁壁躯体の各部に作用する応力度が、材料の長期許容応力度以内に収まっていること。 

（２）中地震時における検討 

①擁壁躯体の各部に作用する応力度が、材料の短期許容応力度以内に収まっていること。 

（３）大地震時における検討 

①擁壁全体の安定モーメントが転倒モーメントの 1.O倍以上であること。 

②擁壁底面における滑動抵抗力が滑動外力の 1.O倍以上であること。 

③最大接地圧が、地盤の極限支持力度以下であること。 

④擁壁躯体の各部に作用する応力度が、終局耐力（設計基準強度及び強度）以内に収まっていること。 
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以上についてまとめると、参考表 10-1のようになる。 

 

参考表 10-1 安全率（Fs)等のまとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄筋コンクリート造等擁壁の設計において、中地震時及び大地震時の照査を行うかどうかは、地域

の状況等に応じて適切に判断するものとするが、一般的には高さが 2mを超える擁壁については、中・

大地震時の検討も行うものとする。 
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参考資料－１１ 

 

宅地造成等規制法施行令第１４条に基づく 

認定擁壁一覧表（大臣認定擁壁） 
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平成 27 年 4 月現在 

 

 

 

 

 

番号 名称 認定書番号 認定年月日 認定取得者

1 三段ブロック 建設省東住第10号 昭和38年1月26日 東新コンクリート工業㈱

2 スクラム式間知ブロック 建設省東住第93号 昭和39年9月1日
スクラム式間知ブロック全国代表・特殊
高圧コンクリート研究所

3 佐々木式安定三角ブロック 建設省東住第94号 昭和39年9月1日 佐々木セメント技術研究所

4 特許中本式強力ブロック 建設省広住第5号 昭和39年9月1日 中本禎造

5 藤式Ｖ型ブロック 建設省奈住第30号 昭和39年9月1日 近畿建材㈱

6 π（パイ）型ブロック 39建設省東住第114号 昭和40年2月18日 ㈲不二設計所

7 Δ（デルタ）型ブロック 39建設省東住第115号 昭和40年2月18日 ㈲不二設計所

8 東横防災ブロック 39建設省神住第156号 昭和40年2月18日 東横セメント工業㈱

9 間知コンクリートブロックＳＫ－１型 39建設省神住第151号 昭和40年2月18日 相鉄興業㈱

10 京阪式安全ブロック第１型 39建設省阪住第271号 昭和40年2月18日 京阪コンクリート工業㈱

11 京阪式安全ブロック第６型 39建設省阪住第271号 昭和40年2月18日 京阪コンクリート工業㈱

12 京阪式安全ブロック第８型 39建設省阪住第271号 昭和40年2月18日 京阪コンクリート工業㈱

13 新日本式ブロックＡ型 39建設省阪住第303号 昭和40年2月18日 新日本コンクリート工業㈱

14 小牧式Ｔ型ブロック 39建設省鹿住第51号 昭和40年2月18日 南日コンクリート㈱

15 共和式間知ブロック 39建設省北住第162号 昭和40年2月18日 共和コンクリート工業㈱

16 盃型コンクリートブロック 39建設省北住第162号 昭和40年2月18日 共和コンクリート工業㈱

17 改良型三段ブロック 建設省東住第43号 昭和40年2月28日 東新コンクリート工業㈱

18 本州式コンクリートブロックⅠ型 建設省東住第43号 昭和40年2月28日 本州コンクリート工業㈱

19 東興ブロック 建設省東住第43号 昭和40年2月28日 全日本東興ブロック協会

20
キングブロックを用いる鉄筋コンクリー
ト造斜め格子梁型

建設省計宅開発第61号 昭和42年11月1日 キングコンクリート工業㈱

21
目地モルタルを使用する大谷石積み
造擁壁

建設省計宅開発第73号 昭和43年11月20日 大谷石材協同組合

22 草竹式扶壁付きブロック３号 建設省奈計宅開発第11号 昭和44年5月15日 草竹コンクリート工業㈱

23 草竹式扶壁付きブロック４号 建設省奈計宅開発第11号 昭和44年5月15日 草竹コンクリート工業㈱

24 ＤＴブロック（凸型2号） 建設省形計宅開発第3号 昭和44年10月24日 東奥プレコン振興㈱

25 野田式Ｎ・Ｓブロック 建設省広計宅開第3号 昭和44年10月24日 ㈱野田組

26 小牧式（１ーＨ型）コンクリート・ブロック 建設省鹿計宅開発第6号 昭和44年10月24日 南日コンクリート㈱
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平成 27 年 4 月現在 

 

 

 

 

番号 名称 認定書番号 認定年月日 認定取得者

27 太洋式安定力ンニューブロック 建設省長計宅開発第12号 昭和44年10月24日 太洋興業建設㈱

28 草竹式扶壁付きブロック５号 建設省奈計宅開発第3-1号 昭和44年10月24日 草竹コンクリート工業㈱

29 ニコーブロック 建設省栃計宅開発第5号 昭和44年10月24日 坂本産業㈱

30 Δ（デルタ）型ブロック 建設省計宅開発第45号 昭和45年3月6日 ㈲不二設計所

31 π（パイ）型ブロック 建設省計宅開発第47号 昭和45年3月6日 ㈲不二設計所

32 盃型ブロック 建設省計宅開発第49号 昭和45年3月6日 共和コンクリート工業㈱

33 スプリットン間知ブロック 建設省計宅開発第126号 昭和45年7月16日 スプリットン工業㈱

34 緑化ウォール用コンクリートブロック 建設省計宅発第11号 昭和51年2月18日 日建工学㈱

35 ポトロアー 建設省計宅発第13号 昭和51年2月18日 技研興業㈱

36 Ｓ．Ｐ．ブロック 建設省計宅発第15号 昭和51年2月18日 ㈱建設企画コンサルタント

37
緑化ウォール用コンクリートブロック
(G100×50)

建設省徳計民発第2号 昭和55年1月22日 日建工学㈱

38 ポトロアーＡ型 建設省北計民発第10号 昭和55年1月22日 技研興業㈱

39 グリーンフヘキ小型 建設省奈計民発第26号 昭和55年11月10日 草竹コンクリート工業㈱

40 グリーンフヘキ１００ 建設省奈計民発第26号 昭和55年11月10日 草竹コンクリート工業㈱

41 ヘイベック 建設省岐計民発第12号 昭和56年11月16日 山富産業㈱

42 グリーンウォール 建設省北計民発第25号 昭和58年6月30日 共和コンクリート工業㈱

43 法止ブロック 建設省新計民発第18号 昭和58年12月23日
藤林コンクリート工業㈱
㈲藤商事

44 ニューウォルコン 建設省京計民発第3号 昭和59年1月28日 京阪コンクリート工業㈱

45 ザ・ウォｰル 建設省東計民発第33号 昭和59年6月11日 羽田コンクリート工業㈱

46 ＣＰ型枠 建設省神計民発第21号 昭和59年6月15日 ㈱トーホー

47 ＭＬウォール 建設省形経民発第4号 昭和60年5月27日 前田製管㈱

48 法止ブロックＬ型 建設省新経民発第6号 昭和60年7月12日
藤林コンクリート工業㈱
㈲藤商事

49 YTｰ３２ニューノーマルクリフ 建設省丘経民発第22号 昭和60年7月30日 ㈱ヤマウ

50 エルコン 建設省愛経民発第28号 昭和60年12月27日 ㈱ワールドメディア

51 ザ・ウォｰル 建設省東経民発第71号 昭和61年4月9日 羽田コンクリート工業㈱

52 ＫＬウォｰル 建設省東経民発第45号 昭和61年7月7日 興建産業㈱

53 フジムラＬ型 建設省新経民発第6号 昭和61年7月7日 藤村ヒューム管㈱
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平成 27 年 4 月現在 

 

 

 

番号 名称 認定書番号 認定年月日 認定取得者

54 ニューウォルコン 建設省京経民発第30号 昭和61年12月12日 京阪コンクリート工業㈱

55 ＭＬウォール 建設省形経民発第4号 昭和62年7月22日 前田製管㈱

56 法止ブロックＬ型 建設省新経民発第3号 昭和62年8月18日
藤林コンクリート工業㈱
㈲藤商事

57 ＣＰ型枠 建設省神経民発第16号 昭和62年11月18日 ㈱トーホー

58 ＭＬウォールⅡ型 建設省形経民発第7号 昭和62年12月14日 前田製管㈱

59 Ｌ型よう壁システムＣタイプ 建設省岐経民発第12号 昭和63年1月8日 丸栄コンクリート工業㈱

60 フジムラＬ型 建設省新経民発第7号 昭和63年1月13日 藤村ヒューム管㈱

61 YTｰ３２ニューノーマルクリフ 建設省丘経民発第2号 昭和63年3月7日 ㈱ヤマウ

62 ＭＬウォールⅡ型 建設省形経民発第3号 昭和63年10月26日 前田製管㈱

63 フジムラＬ型 建設省新経民発第3号 昭和63年10月26日 藤村ヒューム管㈱

64 エルコンⅡ型→ＷＭＬエルコンⅡ型 建設省愛経民発第7号 昭和63年10月26日 ㈱ワールドメディア

65 緑化ウォールＬ型 建設省東経民発第28号 平成1年9月6日 日建工学㈱

66 ニューウォルコンⅡ型 建設省京経民発第2号 平成2年7月12日 京阪コンクリート工業㈱

67 ニューＣＰＬ 建設省群経民発第2号 平成3年3月15日 ㈱カイエーテクノ

68 ＫＬウォｰル２型 建設省東経民発第8号 平成3年3月15日 興建産業㈱

69 Ｌ型擁壁システムＡ 建設省岐経民発第1号 平成3年3月15日 丸栄コンクリート工業㈱

70 昭和式ＳＬ擁壁 建設省岐経民発第3号 平成3年6月12日 昭和コンクリート工業㈱

71 ハイ・タッチウォｰル 建設省京経民発第5号 平成3年10月23日 全国宅地擁壁協会

72 昭和式ＳＬ擁壁 建設省岐経民発第5号 平成3年10月23日 昭和コンクリート工業㈱

73 法止ブロック（Ｌ型）（ＦＬ－Ａ・Ｂ） 建設省新経民発第2号 平成4年3月18日 藤林コンクリート工業㈱

74 ＭＬウォｰルⅢ型 建設省形経民発第2号 平成4年3月18日 前田製管㈱

75 ニューウォルコンⅢ型 建設省京経民発第2号 平成4年3月18日 京阪コンクリート工業㈱

76 ザ・ウォｰルⅡ 建設省東経民発第6号 平成4年3月18日 羽田コンクリート工業㈱

77 YTｰ３２ニューノーマルクリフⅡ 建設省丘経民発第3号 平成4年3月18日 ㈱ヤマウ

78 ＫＬウォール３型 建設省東経民発第7号 平成4年3月18日 興建産業㈱

79 Ｌ型擁壁システムＡ１ 建設省岐経民発第2号 平成4年3月18日 丸栄コンクリート工業㈱

80 ニューＣＰＬⅢ 建設省群経民発第1号 平成5年3月15日 ㈱カイエーテクノ
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平成 27 年 4 月現在 

 

 

 

番号 名称 認定書番号 認定年月日 認定取得者

81 ＳＬ擁壁Ⅲ型、ＳＬ擁壁Ⅳ型 建設省岐経民発第1号 平成5年3月15日 昭和コンクリート工業㈱

82 ＦＬウォール 建設省新経民発第1号 平成5年3月15日 藤村ヒューム管㈱

83 Ｔ型ブロック 建設省梨経民発第1号 平成5年3月15日 山一窯業㈱

84 緑生擁壁 建設省東経民発第13号 平成5年3月15日 日本緑生㈱

85 ハイ・タッチウォｰル 建設省東経民発第94号 平成6年6月15日 （社）全国宅地擁壁技術協会

86 垂直積み擁壁ゴールコン 建設省沖経民発第1号 平成8年3月1日 ㈱ゴールコン

87 Ｔ型ブロックＷタイプ 建設省梨経民発第1号 平成9年10月21日 山一窯業㈱

88 オリロック積み擁壁 建設省東経民発第6号 平成9年11月18日 第一ブロック㈱

89 植栽ブロック「みどりくん」 建設省丘経民発第1号 平成10年3月24日 ㈱ヤマウ

90 テールアルメ擁壁 建設省阪経民発第1号 平成10年3月24日
川鉄商事㈱
ヒロセ㈱

91
エルコンⅢ．Ⅳ型→
ＷＭＬエルコンⅢ．Ⅳ型

建設省東経民発第7号 平成11年3月3日 ㈱ワールドメディア

92 ＣＬＰ－Ｖ 建設省山経民発第1号 平成11年5月27日 東洋ヒューム管㈱

93 ＣＬＰ－ＶⅡ 建設省山経民発第2号 平成11年5月27日 東洋ヒューム管㈱

94 YTｰ３２ニューノーマルクリフⅡ 建設省丘経民発第1号 平成12年12月27日 ㈱ヤマウ

95 ＣＰ型枠Ⅲ型 国関整住整第498号 平成15年3月27日 ㈱トーホー

96 ＲＥＣＯＭシステム 国関整計管第20号 平成20年6月11日 エスビック㈱

97 ＴＹ型枠ＭＵ 国四整建第78号 平成20年7月31日 東洋工業㈱

98 ＨＤウォール 国近整計管第6号 平成22年4月21日 ㈱ホクコン

99 ニューウォルコンⅣ－１型、Ⅳ－２型 国近整都整第32号 平成23年9月28日 ケイコン㈱

100 ﾆｭｰﾉｰﾏﾙｸﾘﾌⅢ型 国九整都住第90号 平成24年12月28日
㈱ヤマウ
代表取締役　中村健一郎

101 ＭＬウォール　Ⅳ型 国東整都住第1009号 平成24年10月22日
前田製管㈱
代表取締役社長　前田直之

102 ゴールコン擁壁 府開建地第102号 平成25年3月22日
㈱ゴールコン
代表取締役社長　大城　保一

103
鉄筋コンクリートL型擁壁
法止ブロック（L型）ＦＬ－ＡⅡ

建設省新経民発第2号 平成25年3月27日
藤林コンクリート工業(株)
代表取締役　藤林　功

104 ザ・ウォールⅡ（大地震対応型） 国関整計管第9号 平成25年4月24日
羽田コンクリート工業㈱
代表取締役社長　仙波　晶

105 ＦＬウォール　FLW-ⅢA,ⅢB 建設省新経民発第1号 平成25年10月4日
藤村ヒューム管(株)
代表取締役社長　藤村範夫

106 ハイタッチウォール 国都防第88号 平成26年2月17日
一般社団法人ハイタッチセンター　代表
理事　松崎　秀雄

107 ＨＲＭ擁壁Ｉ型 国都防第12号 平成27年3月25日
太陽セメント工業株式会社　代表取締
役社長　石井　克侑
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●国土交通省大臣認定擁壁 製造工場認証一覧表（九州地区抜粋） 平成 29 年 2 月現在 

会　社　名 工 場 名 擁 壁

㈱池永セメント工業所 臼杵工場 ｻﾞ･ｳｫｰﾙ

大分工場 ｻﾞ･ｳｫｰﾙ

瀬高工場 ｻﾞ･ｳｫｰﾙ

南薩工場 ﾊｲ･ﾀｯﾁｳｫｰﾙ、ｻﾞ･ｳｫｰﾙ

H.O.C㈱ 佐世保工場 KLｳｫｰﾙ、ﾆｭｰﾉｰﾏﾙｸﾘﾌ

大野コンクリート㈱ 田村工場 ﾊｲ･ﾀｯﾁｳｫｰﾙ、KLｳｫｰﾙ

鹿児島軽量コンクリートブロック
協業組合

鹿屋工場 CP型枠

㈱柏木興産 第一事業所　第三工場 ﾆｭｰｳｫﾙｺﾝ

トーコン㈱ 山田工場 ｺﾞｰﾙｺﾝ

熊本不二コンクリート工業㈱ 本社工場 FLｳｫｰﾙ

コーアツ工業㈱ 大隈工場 ｻﾞ･ｳｫｰﾙ

小倉セメント製品工業㈱ 新門司工場 KLｳｫｰﾙ、ﾆｭｰﾉｰﾏﾙｸﾘﾌ

三和コンクリート工業㈱ 中央工場 KLｳｫｰﾙ、ﾆｭｰﾉｰﾏﾙｸﾘﾌ

昭和コンクリート工業㈱ 熊本工場 ﾊｲ･ﾀｯﾁｳｫｰﾙ、昭和式SL擁壁

三重工場 ﾊｲ･ﾀｯﾁｳｫｰﾙ、ﾆｭｰｳｫﾙｺﾝ

山香工場 ﾆｭｰｳｫﾙｺﾝ、ｺﾞｰﾙｺﾝ

大建コンクリート工業㈱ 福岡工場 ﾆｭｰｳｫﾙｺﾝ、ﾃｰﾙｱﾙﾒ

東洋工業㈱ 福岡工場 TY型枠MU擁壁

中里産業㈱ 宮原工場 FLｳｫｰﾙ

日新コンクリート工業㈱ 本社工場 ﾊｲ･ﾀｯﾁｳｫｰﾙ、ｻﾞ･ｳｫｰﾙ

不二高圧コンクリート㈱ 小川工場 ﾆｭｰｳｫﾙｺﾝ、ｺﾞｰﾙｺﾝ

㈱シートック 頴娃工場 ﾊｲ･ﾀｯﾁｳｫｰﾙ、昭和式SL擁壁

㈱マルトク 本社工場 ﾆｭｰﾉｰﾏﾙｸﾘﾌ、ｺﾞｰﾙｺﾝ

㈱馬渡商会 本社工場 CP型枠

南九州コンクリート㈱ 本社工場 ﾆｭｰﾉｰﾏﾙｸﾘﾌ

大分工場 ﾊｲ･ﾀｯﾁｳｫｰﾙ、ﾆｭｰﾉｰﾏﾙｸﾘﾌ

鹿児島工場 ﾆｭｰﾉｰﾏﾙｸﾘﾌ

北九州工場 ﾆｭｰﾉｰﾏﾙｸﾘﾌ

佐賀工場 ﾊｲ･ﾀｯﾁｳｫｰﾙ、ﾆｭｰﾉｰﾏﾙｸﾘﾌ

川南工場 ﾆｭｰﾉｰﾏﾙｸﾘﾌ

高崎工場 ﾊｲ･ﾀｯﾁｳｫｰﾙ

福岡工場 ﾆｭｰﾉｰﾏﾙｸﾘﾌ

山忠商事㈱ ツルサキヒューム宇佐事業所 FLｳｫｰﾙ

佐世保工場 ﾊｲ･ﾀｯﾁｳｫｰﾙ

瀬高工場 緑生擁壁、ﾆｭｰｳｫﾙｵｺﾝ

長洲工場 ﾊｲ･ﾀｯﾁｳｫｰﾙ、ﾆｭｰﾉｰﾏﾙｸﾘﾌ、ﾆｭｰｳｫﾙｵｺﾝ

松橋工場 ﾆｭｰﾉｰﾏﾙｸﾘﾌ、ﾃｰﾙｱﾙﾒ、ﾆｭｰｳｫﾙｵｺﾝ

和光コンクリート工業㈱ 東郷工場 ｺﾞｰﾙｺﾝ

大建コンクリート㈱

インフラテック㈱

㈱ヤマウ

㈱ヤマックス
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参考資料-１２（１） 

 

地盤調査 

 

 
出典：宅地地盤調査 マニュアル 2014 

平成 26年 4月、全国地質調査業協会連合会 
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3.3液状化判定に有効な地盤調査法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.3.2に示した地盤定数は、液状化判定に限らず液状化対策の設計でも重要な指標である。これら地

盤定数を求める（推定する）ために表 3.3.1に示す地盤調査を行うが、これらの調査法は、適用範囲や精

度が異なるので理解した上で用いる必要がある。表 3.3.3 に、各種調査法の N 値の推定に対する信頼性

を、表 3.3.4に、各種調査法の土質判別の信頼性について示しておくので、これらの特徴を考慮して調査

・表 3.3.1に液状化判定に有効な地盤調査法を示す。これらの地盤調査法から選定・実施し、液状化判

定に必要な地盤定数を評価する。各種地盤調査法には、現場作業時だけでなく地盤定数の推定や液

状化の分析時にも留意点があるので、それらに準じて用いる必要がある。 

 

表 3.3.1 液状化判定に有効な地盤調査法 

分
類 地盤調査法 略称 土質判別 

地下水位 
測定 

本書の 
説明箇所

静
的
貫
入
試
験 

スウェーデン式サウンディング試験 SWS 別途必要 別途必要 3.3.1項 

静的コーン貫入試験 三成分コーン貫入試験 CPT 推定可 18) 可 3.3.2項 

その他 
スクリュードライバー 
サウンディング試験 

SDS 推定可 19) 別途必要 3.3.3項 

動
的
貫
入
試
験 

動的コーン貫入試験 

大型コーン貫入試験 SRS 別途必要 別途必要 

3.3.4項 中型コーン貫入試験 MRS 別途必要 別途必要 

液状化ポテンシャル 
サウンディング試験 

PDC 推定可 20) 可 

標準貫入試験 SPT 可 可 3.3.5項 

備考：“別途必要”とは、別途それらが測定できる調査法を併用して行うことを意味する。 

 

・表 3.3.2に液状化判定に必要な地盤定数を示す。 

 

表 3.3.2 液状化判定に必要な地盤定数 

地 盤 定 数 必 要 性 

土の粒度分布 
細粒分含有率 ◎ 

粘土分含有率 ○ 

土の液性限界・塑性限界 塑性指数 ○ 

地下水位 WL ◎ 

土の締り具合 N値、コーン貫入抵抗値 qc ◎ 

土の湿潤単位体積重量 γ ○ 

備考：◎；必須、○；推奨（より詳細に液状化判定ができる項目） 
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法を選定されたい。 

 

表 3.3.3 各種調査法のN値の推定に対する適用範囲 

項  目 N値の推定に対する適用範囲 

SWS試験のみ 
N値 12程度まで 
※液状化判定に用いる場合はN値 6程度まで 

SWS試験＋ 
有効な近隣ボーリングデータ 

N値 20かつ近隣ボーリングデータの内容以内 

CPT 
N値 20程度まで 
※液状化判定には先端抵抗値ｑtを用いる 

SRS試験 N値 50程度まで 

MRS試験 N値 20程度まで 

 

 

表 3.3.4各種調査法の土質判別の信頼性 

項  目 土質判別の信頼性 

SWS試験孔を利用した 
部分サンプリング 

○

層厚の判別が不明瞭。飽和砂質土では細粒分を巻き込む傾

向が、飽和粘性土では細粒分が流出する傾向がある。地層

境界付近で採取した場合、土質判別および層厚判定に注意

が必要である。 

SWS試験＋ 
有効な近隣ボーリングデータ 

△ 地層境界が不明瞭なため安全側に評価する必要がある。 

SWS試験結果のみ ×  

CPT ○
深度方向に連続的にデータを得られることがら地層境界を

明確にできる。 

標準貫入試験 ◎  

チューブサンプラーによる 
全層サンプリング 

◎  

スパイラルサンプラーによる 
全層サンプリング 

○
層厚の判別が明瞭。飽和砂質土では細粒分を巻き込む傾向

が、飽和粘性土では細粒分が流出する傾向がある。 

備考 ◎：信頼性 高、○：信頼性 中、△：信頼性 低、×：信頼性 無し 
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3.3.1スウェーデン式サウンディング（SWS）試験 

SWS試験は、小規模建築物を対象とした場合の主流な地盤調査法として位置付けられ、地盤の支持力

を求める上で不可欠な調査法である。表 3.3.5に試験概要を、図 3.3.1に測定データシート例を示す。 

 

表 3.3.5 SWS試験の概要 

概   要 スクリューポイントを地盤に貫入させ、そのときの貫入に要する荷重（Wsw）と回転数（Nsw）

を測定する調査法。 

規格・基準 JIS A 1221-2013 

分   類 静的貫入試験（国告示 1113号 第 1：地盤調査方法に該当） 

適用範囲 玉石、レキを除くあらゆる地盤に対して測定可能。 
測定深度は概ね 10m程度。 

試験方法 スクリューポイントをロッド先端に取り付け、載荷段階 0.05kN，0.15kN，0.25kN，0.5kN，
0.750kN，1.0kNのおもりを載荷し、荷重段階毎のロッドの貫入量を記録する。1000Nで貫入
が止まった場合は、ロッドを回転させ深さ 0.25m毎の半回転数を測定する。これを順次繰り返
す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

測 定 値 ・スクリューポイントの貫入抵抗値 

 Wsw：それぞれの載荷において貫入に用いた荷重 

 Nsw ：測定した半回転数（Na）と貫入量から 1m当たりの半回転数で表したもの。 

 

Nsw＝（100/L）・Na  ……（Lが 25cmの場合 Nsw＝4・Na） 
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図 3.3.1 SWS試験の測定データシートの例 

 

SWS試験は、貫入ロッド先端に取り付けたスクリューポイントの貫入抵抗値（Wsw , Nsw）の深度分布

が分かる調査法である。表 3.3.6に SWS試験結果から推定できる主な地盤定数を示す。 

SWS試験は、地下水位や土質が分からないので、液状化判定を行う場合は、それらが測定可能な調査

を別途実施する必要がある。表 3.3.7に土質試料のサンプリング手法を、表 3.3.8に地下水位測定手法の

特徴を示す。採取した土質試料を室内に持ち込んで各種土質試験（3.3.6項）を行うことで、土の粒度分

布や塑性限界が求められる。ただし、サンプラーの種類や地盤条件によっては、採取量が少なくて適切

に調査できないこともあるので注意を要する。また、湿潤単位体積重量を求める場合は乱れの少ない試

料の採取が必要である。適切に試験できない場合は、土質より一般的な地盤定数値（例えば、表 3.3.9）

を参考に液状化を判定する手法も一案である。 

 

表 3.3.6 SWS試験から推定できる主な地盤定数 

評価項目 推定式・評価手法 

N値 
N=2Wsw＋0.067Nsw 

N=3Wsw＋0.050Nsw 

（砂質土） 

（粘性土） 

qu：一軸圧縮強さ(kN/m2) qu＝45Wsw＋0.75Nsw  

c：土の粘着力(kN/m2) c＝qu/2＝（45Wsw＋0.75Nsw）/2 

qa：地盤の長期許容支持力度(kN/m2) 
qa＝30＋0.6Nsw 

qa＝30Wsw＋0.6Nsw 

（告示式） 

（住品協推奨式） 

備考：Wswの単位：kN、 Wsw、Nsw：基礎下 2mの各平均値 
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表 3.3.7 SWS試験で行える土質試料サンプラー 

 

-141-



表 3.3.8 SWS試験孔を利用した地下水位測定方法 
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表 3.3.9 土の湿潤単位体積重量と細粒分含有率の参考値 17) 

土 質 湿潤単位体積重量（kN/m3） 細粒分含有率（％） 

表 土 16 80 

粘性土 16 70 

砂質土 18 20 

礫質土 19 0 

 

地盤定数を推定する時の注意事項を以下に示す。 

【N値】 

SWS試験結果から推定する N値は、表 3.3.6に示した式で求められるが、地盤が硬質になると空転し

たりして適切に評価できないことがある。これに対して地盤の長期許容支持力度を求める場合、告示式

などではNsw =150を上限値として利用する。しかし液状化判定でこの上限値を設定すると、大半の砂層

が液状化層となり過剰設計に繋がりやすい。これに対し文献 17では、液状化判定に用いるN値は図 3.3.3

に示す実験結果から、式 3.3.1が提案されている。このとき、Nswの上限値として 500が採用されている。

ただし、①回転貫入時に空転が無いこと、②推定 N値の利用は液状化判定にのみ限定しているので注意

が必要である。 

 

【細粒分含有率】 

一般に、SWS試験孔を利用した土質試料採取では、所定の深さの試料を上下層の試料混入を防いで採

取することは比較的難しい。図 3.3.2は、標準貫入試験試料と SWS試験サンプラーによる細粒分含有率

Fcの比較データである。この関係より文献 17 では、SWS 試験サンプラーで採取した場合、下式による

補正 Fcにて液状化判定を行うことを推奨している。 

 

 
 図 3.3.2 砂地盤における標準貫入試験サンプラー

と SWSサンプラーによる Fcの関係 17) 

図 3.3.3 砂地盤における実測N値とNswの関係 17)

-143-



3.3.2 三成分コーン貫入試験（CPT） 

三成分コーン貫入試験（以下、CPT）とは、先端抵抗、周面摩擦および間隙水圧を電気的に測定可能

とするコーンを地盤に一定速度で静的に貫入させる試験法である。表 3.3.10 に試験概要を、図 3.3.4 に

CPTの測定データシート例を、表 3.3.11に CPT結果から推定できる主な地盤定数を示す。CPTによる

液状化判定手法は、FL法として建築指針 12)に示されているので、これを用いて判定するとよい（3.2.21

項参照）。 

CPTで得られる 3つの測定値は、土質によって異なる傾向を示すことから、液状化判定だけでなく土

質、圧密、強度特性など多様な評価が可能である。また、貫入を一旦止めて過剰間隙水圧の消散試験を

行えば静水圧が分かり、地下水位の把握にも利用できる。 

 

表 3.3.10 CPTの概要 

概 要 小型センサーを内蔵した高性能コーン貫入試験器を用い、コーンの先端抵抗、周面摩擦、間隙水圧の三

成分を深度方向に連続して測定する試験。 

規格・基準 JGS 1435-2012 電気式コーン貫入試験方法 

分 類 静的貫入試験（国告示 1113号 第 1：地盤調査方法に該当） 

適 用 範 囲 玉石や砂礫地盤以外の砂質土、粘性土、有機質土、火山灰土などの土質に適用可能。 
宅地用に用いられる小型の試験装置では、N値 20以下の粘性土、砂質土、深度 20 m以下が試験可能で
ある。 

試 験 方 法 貫入試験装置の自重を反力に油圧シリンダの油圧を調整して貫入速度：20±5mm/sでコーン貫入試験器
を地中に貫入させる。（地盤条件と試験装置の自重によって、アンカーを設置する） 
三成分のデータ記録は、リニアエンコーダ（深度計）の信号を受信して深度 1cm毎に三成分測定装置で
記録する。なお、過剰間隙水圧消散試験を行う場合には、その深度でコーン貫入を止め 1 分毎に間隙水

圧のデータを記録する。 
 
 
 
 

測 定 値 ①先端抵抗 qc，②周面摩擦抵抗 fs，③間隙水圧 u 
水圧補正した先端抵抗 qcを qtとする。 
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表 3.3.11 CPT結果から推定できる主な地盤定数 

評 価 項 目 推 定 式 ・ 評 価 手 法 

土質判別 

 

細粒分含有率：Fc Fc＝Ic4.2   (%) 

地下水位 
①過剰間隙水圧消散試験により静水圧から求める。 
②CPT孔を利用してに示した測定により求める。 

N値 
 
N＝ 

0.341Ic1.94(0.001qt－0.2)(1.34－0.0927Ic) 
0 

for qt > 200kN/m2 
for qt   200kN/m2 

一軸圧縮強度：qu 
qu＝2(qt－σvo)/Nkt 

Nkt：コーン指数（8～16の範囲） 

圧密降伏応力：Pc Pc＝(qt－σvo)/3.44 

 

 

図 3.3.4 CPTの測定データシート例 
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3.3.3 スクリュードライバーサウンディング（SDS）試験 

スクリュードライバーサウンディング試験（以下、SDS 試験）は、荷重と回転トルク値から土質を判

別する試験で、通常は SWS試験と併用して行う調査法である。表 3.3.12に試験概要を、表 3.3.13に SDS

試験から推定できる主な地盤定数を、図 3.3.5に SDS試験データシートを示す。 

現状、SDS 試験結果から判別できる土質は、砂質土、粘性土といった大区分であり、詳細に液状化判

定を実施する場合には、地下水位以下の砂質土と判別された深さで土質試料を採取する必要がある。 

 

表 3.3.12 SDS試験の概要 

概  要 
先端にスクリューポイントを取り着けたロッドを、深さ 25cm 毎に 7 段階の荷重（最大荷重 1000N）によ

る連続的な回転貫入を行い、ロッドの回転速度、回転トルク、貫入速度を測定する試験。 

測定データは、主に土質判別と強度が推定できる。 

分  類 静的貫入試験 

適用範囲 
土  質：玉石、礫を除くあらゆる地盤に対して測定可能。 

測定深度：概ね 10m程度。 
試験方法 【手順】 

①最大 7段階(250、375、500、625、750、875、

1000N)の荷重による連続的な回転貫入を行

い、各荷重段階におけるトルク、ロッド 1回

転当たりの貫入量を測定する。 

②25cm貫入毎にロッドを 2cm引き上げ、回転

トルクを計測する（ロッドの周面摩擦補正に

使用）。 

③深さ 25cm毎に上記①－②作業を繰り返す。 

 

 

【測定装置】 

装置は、SWS 試験機（全自動機械式）が兼用

でき、両試験の切り替えは、チャックユニット

を取り替えるだけで行える。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

測定手順 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

試験装置 
 

測 定 値 回転トルク、貫入量、貫入速度、自沈荷重 
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表 3.3.13 SDS試験から推定できる主な地盤定数 

評 価 項 目 推 定 式 ・ 評 価 手 法 

土 質 判 別 図①に SDS試験結果の一例を示す。図中に示す修正トルクは、試験で得られたトルク値からロッドの周

面摩擦を差引いたものである。修正トルクと深度の関係は、土層の区分を行う際に用いられる。試験区間で

ある 25cm毎にトルクのレスポンスについて着目すると、砂質系の土質ではトルク値は右肩下がりに粘性土

系の土質ではトルク値は、ほぼ一定の値を示す傾向となる。 

図②に 25cm毎の修正荷重と修正トルクの概念図を示す。本図に関しては、理想状態での 25cm毎の修正

トルクと修正荷重の関係を示したものである。内部摩擦角を有する砂質系の土質は、荷重の増加とともに修

正トルク値も増加するのに対して、粘性土系の土質は、内部摩擦角が非常に小さいため、荷重が増加しても

修正トルク値は増加せず一定値もしくは小さくなる。これらの傾向を統計処理することで、数値的に土質判

別が行える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      図① 修正トルク－深度の関係       図② 25cm毎の修正トルク－修正荷重の関係
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図 3.3.5 SDS試験データシート 
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3.3.4 動的コーン貫入試験 

動的コーン貫入試験は、貫入先端にコーンを取り付けたロッドをハンマーの打撃によって地盤に打ち

込み、貫入量と打撃回数の関係から地盤の硬軟・締まり具合を調べる試験である。 

表 3.3.14 に我が国で用いられる主な動的コーン貫入試験を示す。表に示されるように動的コーン貫入

試験は、様々な地盤条件や用途に応じて、コーンの形状や貫入エネルギーを変えた試験方法が存在する。

現在、基準化されているのは「簡易動的コーン貫入試験方法(JGS1433)」と「動的コーン貫入試験方法

(JGS1437)」だけである。また、最近では、間隙水圧センサーを内蔵したコーンを用いて、地下水位測定

と土質判別に利用する手法（液状化ポテンシャルサウンディング(PDC)試験）も開発され、宅地地盤への

適用が図られようとしている。 

本項では、住宅の液状化判定に有効な調査方法として、表 3.3.14 の内、①大型動的コーン貫入試験、

②中型動的コーン貫入試験と③液状化ポテンシャルサウンディング試験の概要について説明する。 

 

表 3.3.14主な動的コーン貫入試験 21)一部加筆修正 

試験名 

コーンの形状 ロッドの形状 エネルギー 測定値 

適
用
深
さ
の
目
安 

先
端
角 

外
径 

マ
ン
ト
ル
長
さ 

底
面
積 

外
径 

内
径 

断
面
積 

ハ
ン
マ
ー
の
質
量 

落
下
高
さ 

単
位
面
積
当
た
り
の

打
撃
エ
ネ
ル
ギ
ー 

貫
入
長
さ 

打
撃
数
の
記
号 

(°) (mm) (mm) 
×102 

(mm2) 
(mm) (mm) (mm2) (kg) (mm) (kj/m2) (mm)  (m) 

鉄研式大型動的 
コ一ン貫入試験 

60 50.8 － 20.3 40.5 30.5 5.6 63.5 750 230 300 Nd 15 

鉄研式中型動的 
コ一ン貫入試験 

60 50.4 － 19.9 33.5 23 4.7 30 
350 

(700) *1 
86 

(103)
100 Nd35/10 10 

大型動的コーン 
貫入試験 

90 45 90 15.9 32 － 8 63.5 500 196 200 Nd 30 

中型動的コーン 
貫入試験 

90 36.6 69 10.5 28 － 6.2 30 350 98 200 Nd 20 

液状化ポテンシャ

ルサウンディング

(PDC)試験 
貫入装置には、大型または中型動的コーン貫入試験装置を使用 

ポータブル動的 
コ一ン貫入試験 

90 
16 

22.5
35.7

16 
22.5
35.7

2 
4 
10 

14 － 1.5 1.726 任意*2 任意
5～1

0 
qd 5 

動的回転式サウン

ディング試験 
－ 33 － 8.6 19 － 2.8 10 500 57 250 Nd 20 

簡易動的コーン 
貫入試験 

60 25 － 4.9 16 － 2 5 500 50 100 Nd 3 

*1：貫入抵抗が大きい場合の落下高さ 

*2：1打撃ごとの貫入長さを 5～10mm程度となるように打撃することが推奨されている 
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●大型動的コーン貫入（SRS）試験 

表 3.3.15に大型動的コーン貫入試験（以下、SRS試験）の概要を、表 3.3.16に SRS試験から推定で

きる主な地盤定数を、図 3.3.6に SRSの測定データシート例を示す。 

 

表 3.3.15 SRS試験の概要 

概   要 
先端に円錐状のコーンを取り付けたロッドを質量 63.5kgのおもりを 500mmの高さから自
由落下させて地盤に貫入させ、その打撃回数を測定する調査方法。打撃回数は、回転トル
クの値を用いてロッドに生ずる周面摩擦の影響を補正して用いる。 

規格・基準 JGS 1437-2014 動的コーン貫入試験方法 

分   類 動的貫入試験 

適 用 範 囲 調査深度は概ね 30m程度 

試 験 方 法 ①先端にコーンを取り付けたロッドをハンマーで打撃する。 

②200mm貫入した時の打撃回数 Ndmを測定する。 

③深度 0.2～1m毎にトルク測定装置（トルクレンチ等）でロッドを 2回転させて回転トル

クMνを測定する。 

 

 

 

 

測 定 値 Ndm：200mm貫入するのに要する打撃回数 
Mν ：回転トルク(N･m) 
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表 3.3.16 SRS試験結果から推定できる主な地盤定数 

評価項目 推 定 式 ・ 評 価 手 法 

N値 ・周面摩擦の影響を補正した打撃回数 Nd 値は

下式により求める。 

Nd＝Ndm－0.040Mν 

記号 

Ndm：測定した打撃回数 

Mν ：回転トルク(N･m) 

Mν は、貫入量 200mm毎にトルクレンチで

ロッドを回転させて測定する。ただし、打撃

回数 5回以下の場合はロッド接続時(1m毎)

に行われる。 

・右図に示されるように Nd値と N値の間には

高い相関性があり、 Nd値≒N値として用いる

ことができる。 

 

 

 

図 3.3.6 SRS試験の測定データシートの例 
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●中型動的コーン貫入（MRS）試験 

表 3.3.17に中型動的コーン貫入試験（以下、MRS試験）の概要を表 3.3.18にMRS試験結果から推定

できる主な地盤定数を示す。 

 

表 3.3.17 MRS試験の概要 

 

概   要 
先端に円錐状のコーンを取り付けたロッドを質量30kgのおもりを350mmの高さから自由
落下させて地盤に貫入させ、その打撃回数を測定する調査方法。打撃回数は、回転トルク
の値を用いてロッドに生ずる周面摩擦の影響を補正して用いる。 

規格・基準 JGS l437-2014 動的コーン貫入試験方法 

分   類 動的貫入試験 

適 用 範 囲 調査深度は概ね 20m程度 

試 験 方 法 ①先端にコーンを取り付けたロッドをハンマーで打撃する。 

②200mm貫入した時の打撃回数 Ndmを測定する。 

③深度 0.2～lm 毎にトルク測定装置(トルクレンチ等)でロッドを 2 回転させて回転トルク

Mνを測定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

測 定 値 Ndm：200mm貫入するのに要する打撃回数 
Mγ：回転トルク(N･m) 

 

表 3.3.18 MRS試験から推定できる主な地盤定数 

 

評価項目 推 定 式 ・ 評 価 手 法 

N値 ・打撃回数 Nd値を下式により求める。粘性土は周面摩擦の影響を回転トルクにより補正して求める。 

 

 

 

 

 

記号 Ndm：200mm貫入に要する打撃回数、 Mγ：回転トルク(N･m) 

・Nd値≒N値として用いることができる。 
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【SRS試験、MRS試験での土質試料採取と孔内水位測定について】 

写真 3.3.1 に SRS 試験孔から土を採取するサンプラーを示す。採取方法は、図 3.3.7 に示すようにサ

ンプラーをロッド先端にセットし、所定の深度まで打撃を行う。この時、先端コーンの上部にシャフト

の下端が当たり、インナーケースは閉じた状態である。所定の深度に到達した時点で、ロッドを左回転

しクラッチを解除した後に 21cm 引き上げることで、先端コーンとシャフトとの間に試料を取り込む空

間ができる。ロッドを右回転し、土試料を採取する。ロッドを左回転することでインナーケースを閉じ、

ロッド及び先端コーン（サンプラー）を引き上げる。 

地下水位測定は、試験孔を用いて表 3.3.8に示した方法で測定できる。 

 

 

写真 3.3.1 SRS用サンプラーの例 

 

 

図 3.3.7 サンプリング要領 22) 
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●液状化ポテンシャルサウンディング（PDC）試験 

表 3.3.19に液状化ポテンシャルサウンディング試（以下、PDC試験）の概要を、表 3.3.20に PDC試

から推定できる主な地盤定数を、図 3.3.8に PDCの測定データシート例を示す。 

 

表 3.3.19 PDC試験の概要 

概   要 PDC試験は、先端コーン位置に耐衝撃性の高い 4ゲージタイプの圧力計を、地上部では非
接触式の変位計を設置し、1打撃毎の貫入量とともに地盤中に発生する間隙水圧の測定を行

う動的コーン貫入試験装置である。計測地点の地下水位と計測深度毎の土質区分を推定し

て簡易に地盤の液状化強度を評価する原位置試験である。 

規格・基準 － 

分   類 動的貫入試験 

適 用 範 囲 砂質土でN値 25程度以下。 
調査深度は 10～15m程度。 

試 験 方 法 PDC 試験は、動的コーン貫入試験機を用いて行われる。MSR 試験機を用いて行われる試

験では、30kgの重錘を 350mmの高さから自由落下させ、200mm貫入するのに要する打

撃回数 Ndmを測定する。また、打撃貫入時に地盤内で発生する間隙水圧応答と貫入量を 1

打撃毎に測定し、データ収録装置に自動収録される。 

 

 

 

 

測 定 値 D ：１打撃毎の貫入量 
Mr ：回転トルク(N･m) 
uR ：間隙水圧 
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表 3.3.20 PDC試験結果から推定できる主な地盤定数 

評 価 項 目 推 定 式 ・ 評 価 手 法 

N値 ・１打撃毎の貫入量 d (mm)より、式①を用いて１打撃毎のNdm (200mm貫入に要する打撃回数)を求める。

 

 

得られたNdmおよび周面摩擦力の影響を補正するため回転トルクMr (N･m)を用いて、式②によりNd値

が求められる。 

 

 

※ただし、 Nd≦0の場合， Nd=0とする。 

・Nd値≒N値として用いることができる。 

細粒分 

含有率 Fc 

・打撃貫入時に発生する過剰間隙水圧の消散は、土の透水係数κに依存する。図①に砂質土と粘性土で測

定した過剰間隙水圧 uの時刻歴波形の一例を示す。図を見て分かるように、細粒分の多い地盤（粘性土）

は、細粒分の少ない地盤（砂質土）に比べて累積する間隙水圧 uR が残留しやすくなる。図②に累積す

る間隙水圧 uRの概念図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・PDC試験で得られた累積する間隙水圧 uRを有効上載圧σν’で除した累積間隙水圧比 uR/σν’と室内土質

試験（粒度試験）による細粒分含有率 Fcの関係を図③に示す。図より両者の相関性は高く式③の近似式

が得られる。ここで累積間隙水圧比の算定には、打撃後 190～200msecの累積する間隙水圧の平均値を

用いる。得られた累積間隙水圧比 uR/σν’を式③に代入することで、細粒分含有率 Fcを推定する。 
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地 下 水 位 ・PDC 試験では、地下水位を累積する間隙水圧 uRの深度

分布から推定する。図④に示すように累積する間隙水圧

uRは、地下水位以浅では負の値を示し、地下水位以深で

は正の値を示す。これより、累積される残留間隙水圧 uR

が負から正に転ずる深度を地下水位とする。 

・また PDC試験の貫入孔を利用した水位計による（孔内）

水位の確認も行うことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3.8 PDC試験の測定データシート例 
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3.3.5 標準貫入試験（SPT） 

標準貫入試験（以下、SPT）は、ボーリングと併用して実施する調査法で、N 値が直接求められる唯

一の調査法である。表 3.3.21に SPTの試験概要を示す。また、ボーリング調査の併用から孔内水位の測

定、および SPTサンプラーで採取した土質試料の目視確認や室内土質試験ができる。また、ボーリング

孔を利用して乱れの少ない試料の採取も可能である。調査結果は、ボーリング柱状図中にまとめられる

のが一般的である（図 3.3.9）。SPT は、小規模建築物の地盤調査に用いられることは少ないが、精度の

高い液状化判定ができる。 

液状化判定を目的とする場合、SPTから求められる N値、SPTサンプラーで採取した試料により粒度

やコンシステンシー特性を求める土質試験およびボーリングによる孔内水位の測定結果を用いるとよい。

孔内水位を測定するには、無水で削孔して確認するのが好ましく、孔壁保護などで泥水を利用して確認

した水位とは異なるので注意を要する。なお土の湿潤密度を求めるためには、乱れの少ない試料の採取

が必要なため、採取しない場合は土質分類から一般値（表 3.3.9）を利用して評価する手法もある。 

 

 

図 3.3.9 SPTの測定データシートの例 
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表 3.3.21 SPTの概要 

概   要 
N値を求める試験方法。ボーリング孔を利用し、ハンマーにより SPTサンプラーを 300mm
地盤中に打込むのに必要な打撃回数（N値）を求める。 

規格・基準 JIS A l219-2013 

分   類 標準貫入試験（国告示 1113号 第 1：地盤調査方法に該当） 

適 用 範 囲 主として、粗粒土の強度と変形定数を求めるために用いられるが、礫質土や軟岩などその
他の地盤に用いることもできる。 

試 験 方 法 ボーリング孔を利用して行う動的貫入試験である。試験は、質量 63.5kg のハンマーを

760mmの高さからアンビルに落下させ SPTサンプラーを地盤に打ち込む試験で、300mm

打込むのに必要な打撃回数（N値）を求める。SPTサンプラーには、試験深度の土質試料

が採取できる。 

 

 

 

 

 

測 定 値 N値：質量 63.5kgのハンマーを 760mmの高さからアンビルに落下させ SPTサンプラー
を 300mm打込むのに必要な打撃回数 
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3.3.6 土質試験 

土質試料から液状化判定を行う場合の室内土質試験には、①土の粒度試験、②土の細粒分含有率試験、

③土の液性限界・塑性限界試験などがある。各種サンプラーから採取された土試料の容積によっては、

すべての試験を行うことが困難な場合もある。ここでは、これら 3試験の概要を説明する。 

 

●土の粒度試験方法（JIS A 1204：2009） 

表 3.3.22に土の粒度試験に関連した用語および定義を示す。 

 

表 3.3.22 土の粒度試験に関連した用語および定義 

用  語 定     義 

粒度 ・土粒子径の分布状態を質量百分率で表したもの。 

・図①に土粒子径による土の区分を示す。 

 

 

 

 

最大粒径 ・試料がすべて通過する金属製網ふるいの最小の呼び寸法で表した粒径 

粒径加積 

曲線 

・横軸（対数目盛）に粒径を、縦軸（算術目盛）にふるいを通過した質量百分率 P(d)をプロットした曲線。

図②中の曲線 Aは粒度分布の範囲が広い土、曲線 Bは細粒分（シルト分+粘土分）が多い土、曲線 Cは

細粒分が少なく砂分が多い土である。 
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土の粒度試験の試験方法は、ふるい分析と沈降分析の 2 種類がある。ふるい分析は、金属製網ふるい

による粒度試験で、75μmふるいに残留した土粒子に対して実施する。金属製網ふるいは JIS Z8801に

規定されており、ふるい分析には 75μm，106μm，250μm，425μm，850μm，2mm，4.75mm，9.5mm，

19mm，26.5mm，37.5mm，53mmおよび 75mmのふるいを使用する（図 3.3.10）。 

沈降分析は、土粒子懸濁液の密度測定によって粒度を求める試験で、75μm ふるいを通過した土粒子

に対して実施する（図 3.3.11）。 

 
図 3.3.10 ふるい分析           図 3.3.11 沈降分析 23) 

 

土の粒度試験により、粒径加積曲線が作成できる（表 3.3.22中の図②参照）。粒径加積曲線から、通過

質量百分率が 10%，30%，50%および 60%のときの粒径 D(mm)を、D10、D30、D50、および D60と呼び、

粒度分布の状態を表す定数として、均等係数 Uc および曲率係数 Uc’を求めることができる。また、D10

および D20は透水係数の推定に、D50は液状化強度の粒径に関する補正等に用いられる。 

 
細粒分 5%未満の粗粒土に対し、Uc≧10 の土は「粒径幅の広い」、Uc<10 の土を「分級された」という。

また曲率係数Uc’の値が 1～3の場合に「粒径幅の広い」としているため、「粒径幅の広い」土となるため

には、UcとUc’が同時にこれらの条件を満足しなければならない。 

 

●土の細粒分含有率試験方法（JIS A 1223：2009） 

土の細粒分含有率 Fcとは、土の炉乾燥質量に対して金属製網ふるい 0.075mm(75μm)通過分の乾燥質

量が占める割合を、百分率で表したものである。地盤の液状化の可能性を判定する指標の一つとして、

細粒分含有率（粒径 0.075mm以下の土粒子の含有率）は重要な指標であり、土の粒度試験でも測定でき

る。 

ここで示す土の細粒分含有率試験方法は、ふるいの数を減らして細粒分含有率を求めることを目的と

した試験である。よって細かな粒径加積曲線は示せない。 

細粒分含有率試験では、JIS Z 8801-1に規定する金属製網ふるいで、呼び寸法 9.5mm、0.425mm(425

μm)および 0.075mm(75μm)のふるいを用いる。試験はまず土試料を水浸させ、ふるい上で水洗いし、
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0.425mmおよび 0.075mmふるいに残留した土の炉乾燥重量を求める（写真 3.3.2）。 

 

写真 3.3.2 土の細粒分含有率試験方法 

 

細粒分含有率 Fcは、次式によって算出する。 

 

ここに、 ms ：試料の炉乾燥重量〔= m /(1+w/100)〕、 m：試料の質量、w：試料の含水比(%)、 

 mos ：組ふるいに残留した炉乾燥重量 

 

●土の液性限界・塑性限界試験方法(JIS A 1205：2009) 

この試験は、「JIS A 1205土の液性限界・塑性限界試験方法」に規定されており、425μmふるいを通

過した土の液性限界、塑性限界および塑性指数を求める試験である。表 3.2.1に示したように、液状化判

定を行う必要のある土層を詳細に調べる際に用いられる試験でもある。 

土の液性限界・塑性限界試験に関連した用語を以下に示す。 

・液性限界(wL)：液性限界試験によって求められる、土が塑性状から液体状に移るときの含水比。 

・塑性限界(wP)：塑性限界試験によって求められる、土が塑性状から半固体状に移るときの含水比。 

・塑性指数(Ip) ：液性限界と塑性指数の差(Ip= wL - wP)（図 3.3.12）、粘土分が多く含まれる場合に大き

な値を示す。 

 

 

図 3.3.12土の状態変化とコンシステンシー限界 
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【液性限界試験の手順】 

液性限界測定器の黄銅皿に、へらを用いて試料に最大厚さが約 1cmになるように溝を切り試料を二つ

に分ける（写真 3.3.3）。黄銅皿を 1秒間に 2回の割合で黄銅皿を持ち上げては落とすことで、溝の底部

の土が長さ約 1.5cm合流するまで続ける。溝が合流したときの落下回数を記録し、合流した付近の試料

の含水比を求める。上記の操作を繰り返し、その際、落下回数 10～25回のものが 2個得られるようにす

る。 

 

写真 3.3.3 液性限界試験 

 

半対数グラフ用紙の対数目盛に落下回数、算術目盛に含水比をと

って、測定値を図 3.3.13のようにプロットし、測定値に最もよく適

合する直線を求め、これを流動曲線とする。流動曲線において、落

下回数 25回に相当する含水比を液性限界 wL(%)とする。なお上記の

操作で求められないときは、NP（non-plastic）とする。 

 

 

図 3.3.13 液状限界の求め方の例 

【塑性限界試験の手順】 

試料塊を、手のひらとすりガラス板との間で転がしてひも状にし、ひもの太さを直径 3mmの丸棒に合

わせる（写真 3.3.4）。この土のひもが直径 3mmになったとき、再び塊にしてこの操作を繰り返す。上記

の操作において土のひもが直径 3㎜になった段階で、ひもが切れ切れになったとき、その土を集めて速

やかに含水比を求め、これを塑性限界 wP (%)とする。なお上記の操作で求められないときは、NPとす

る。 

 

写真 3.3.4 塑性限界試験 
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参考資料―１３ 

 

 

住宅がある場合の宅地地盤変状調査・検討手順 
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参考図 13-1 住宅のある場合の調査・検討手順 

(出典：土地・建物の不具合、 ㈱東洋書店、昭和 63年 3月、一部加筆) 

 

壁や柱がやや傾斜している 

床や天井との取合い部分

に異常があるか 

材料の一時的な変形であるかも

知れない

しばらく観察・記録する。 

変状は進行

しているか 
終 

地盤の 
変状の異常が 
あるか

土台の点検を 
異常があるか 
どうか 

外まわりの 
基礎やテラスなどの

異常な点があるか。

住宅の解体も含めて、本復

旧方法の検討を行う 

yes 

yes 

yes 

yes 

no

no no 

no

no

① 

② 

③ ④ ⑤ 

住宅基礎の不同沈下 
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参考表 13-1 住宅のある場合の調査・検討手順の解説 

番   号 解    説 

① 

床や天井との取合

い部分に異常があ

るか 

・屋内の和室の真壁と柱の取り合い部分に 0.5㎜以上のすき間の有無を点検する。

・外壁のモルタル塗り仕上げ面に、斜めに幅 0.5㎜前後の比較的長いひびわれが発

生していないかどうかを点検する。 

・玄関土間床、浴室土間床が沈下して、壁との入隅部分に異常が無いかどうか点検

を行う。 

・浴室での使用水の排水がスムーズであるか否かを点検する。 

1)外周壁・柱(ずれ・ひびわれ)…基礎の沈下により土台に異常変形が起こり、

壁にひびわれを生じ、柱がずれる。 

2)内部床(傾斜・異常振動)…独立基礎の沈下をはじめ、床束のはずれ、くされ

の場合もある。 

3)浴室床(四周部分のわれ、排水異常)…浴室床スラブ全体の沈下 

4)玄関床(四周部分のわれ)…玄関土間が全体に沈下 

5)床下部分(雨水の侵入)…建物全体の平均した沈下で床下が換気口が下がる。

6)屋根(瓦のずれ)…建物の部分的なずれにより瓦がずれる 

7)屋根(雨漏り)…瓦のずれに終わらず、下葺きも破損し雨漏り発生 

8)建具(開閉異常)…軸組材のずれ 

② 
変状は進行してい

るか 

変伏観測の結果、変状に進行性が認められる場合は、周辺住宅の詳細調査を行う。

③ 

外まわりの基礎や

テラスなどの異常

な点があるか 

・布基礎を住宅の外周を一巡りして詳細に観察し、布基礎側面に 0.5㎜以上の幅の

ひびわれの有無を点検する。 

・屋外設置の深夜電気温水器や水槽の異常燃焼や水漏れの発生などは、ガス釜や水

槽の重さによって地盤が局部的に沈下を起こすことが原因であることが多い。 

・下水の排水がスムーズかどうか点検する。 

下水の要所にある溜桝が沈下して、管の接合部から汚水が漏れていて悪臭を放つ

ことがある。 

・浄化槽およびこれに関連する溜桝などの沈下により、汚水が漏れていないかどう

か点検する。 

1)布基礎(ひびわれ)…地盤が沈下し、それにつれて布基礎も沈下しひびわれ発生

2)ベランダ(ひびわれ、傾斜)…ベランダ部分の沈下のほか、建物の全面沈下によ

るベランダの相対的な傾斜 

3)下水(汚水のあふれ、悪臭)…宅地内の地盤のずれ 

④ 
土台の点検を行い

異常があるかどう

か 

土台の点検を行い、異常があるかどうか点検する。 

⑤ 
地盤の変状の異常

があるか 

地盤の変状が進行しているかどうか点検する。 
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１）支持層の部分的な不同沈下 

基礎の下の支持地盤が不均一で不安定であると、部分的に地盤が沈下し、基礎もその沈下と一緒に沈下

するため柱やはりが傾斜する。 

  

参考図 13-2 締め固めが部分的に不十分な場合 参考図 13-3 建物重量に耐えられずに部分的に 

地盤が沈下 

 

 

２）粘土層・コンクリートガラによる不同沈下鷹 

支持する地盤の中に部分的に粘土層があって、それが圧密によって沈下して基礎の不同沈下となる。ま

た、盛土部分のコンクリートガラが混入している場合は、周辺が沈下しても少ないため、局部的隆起とな

ることがあるので注意が必要である。 

 

参考図 13-4 部分的に粘土層のある場合 参考図 13-5 有機物等異物の存在による不同沈下 
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３）盛土部分の締め固めが不足 

兵陵地などに見受けられる場合が多く、盛土部分が建物の重さに耐えきれなくて沈下する。 

参考図 13-6 新しい盛土の締め固め不十分 参考図 13-7 新しい盛土の沈下 

 

 

４）砂利地業の締め固めの不足 

掘削した地盤が堅牢でない場合、木造住宅では一般に砂利地業等を行うが、突き固めの度合いが不足すると

基礎地盤が建物の重量に耐えられなくなって部分的に沈下する。 

 

 

参考図 13-8 不同沈下による基礎・軸組の大変形 

 

参考図 13-9 不同沈下による排水不良 
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参考資料－１４ 

 

 

不同沈下対策工 

 

 
出典：建設省総合技術開発プロジェクト 震災構造物の復旧技術の開発報告書 第３巻 

建築物の震災復旧技術マニュアル（案）昭和 61年３月、建設省、一部加筆修正 

平成 28 年 3 月、レジリエンスジャパン推進協議会 
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不同沈下対策工法は、大別して「地盤の補強」と「基礎の補強」に分類される。地盤の補強は、宅地盛

土（埋土）の補強と盛土（埋土）下の軟弱層の補強を目的とし、液状化対策工として使用されるものであ

り、以下に示す工法が用いられている。すなわち、バイブロフローテーションなどの締固め工法(砂地盤)、

プレロードやサンドドレーンなどの強制圧密工法（粘性土地盤）、セメント注入等の充填工法、セメント系

等の攪拌混合処理工法、ウェルポイント等により地下水位を低下させ、圧密を促進させる脱水工法などで

ある。 

また、基礎の補強工は杭基礎等により地山に直接支持ざせる方法や、基礎底板を拡大し、接地圧の均等

化と低減を目的とする工法などである。なお、木質系住宅の布基礎等では、「鉄筋コンクリートの増し打ち」

や、「添え梁」により基礎の剛性を高め、若干の沈下に対応するような工法も用いられている。 

参考図 14-1に不同沈下対策工法の分類を示した。 

不同沈下に対しては以上のような対策工法が用いられているが、戸建宅地の場合、対象とする地盤面積

や近隣住宅との関係、また、経済的理由さらには住宅を徹去せずに復旧することなどの条件が付加される

ケースが多く、参考図 14-1に示した対策工のうち、特に地盤の補強工法の適用は難しい。一般には、基礎

の補強(特に布基礎の部分補強)に依存するケースが多く、沈下、亀裂等地盤の変状に対しては土砂の投入、

転圧やソイルセメント等の充墳などが用いられ、宅地地盤に関しては抜本的な地盤の補強が行われること

は非常に少ないのが現状である。そこで、完全な対策工とはならないまでも、ある程度の対策(または被災

後の復旧)となる方法を、参考図 14-2 に示した。また、復旧度合によるランク別に求めた工法例を参考図

14-3、参考図 14-4に示した。大規模な地盤沈下・液状化・地すべり・がけ崩れ等の復旧の場合は、造成工

事におけるサンドドレーン工法、プレロード工法等の大規模地盤改良工事を行う。この場合、数宅地にわ

たるので個人では処理しきれないため、公共的な機関が行うことになる。 
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参考図 14-1 不同沈下対策工の分類(一部加筆) 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）基礎の修復の詳細については木造の復旧技術マニュアル参照 

参考図 14-2 木質系住宅、宅地を対象とした不同沈下対策工（修復工） 

 

不同沈下 

対策工 

地盤の補強

基礎の補強工

締固め工法 

強制圧密工法 

脱水工法 

置換工法 

攪拌混合処理工法 

布基礎の部分補強 

掘削

－バイブロフロテーション 

－サイドコンパクション 

－プレロード 

－サンドドレーン 

－ペーパードレーン 

 (各種ドレーン材含) 

－ケミコパイル  

－石灰系 

－セメント系 

－基盤を地山まで下げる 

－基礎底板を大きくする 

－杭基礎により支持する 

－鉄筋コンクリート基礎の増し打ち

－添え梁の付設 

－補強板の設置 

－ウェルポイント 

－ディーブエェル 

－大気圧 

充填工法(グラウト) 
－セメント注入 

－薬液注入 

不同沈下対策工 

（修復工） 

土砂の投入 

キレツ部ソイルセメントの注入 

タンパーによる締固め 
地盤の修復 

地盤の修復 

布基礎と土台の隙間へモルタル充填 

布基礎の増し打ち 

 

布基礎に添え梁の付設 

 

鉄筋コンクリート布基礎の打ち直し 

 

小径杭の打設 

（上屋ジャッキアップ）
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参考表 14-1 不同沈下対策工法の区分 

工法区分 地盤状況 基礎の障害 基礎対策 補修方法 

Ａ 

全体沈下はある

が、大きな障害を与

える不同沈下は小

さい。 

再沈下があると

しても小さいと予

測される。 

現在までの沈下量は小

さく、相対沈下量が 10 ㎝

以内程度。一部に亀裂が生

じているが、補修すれば

80%以上の強度が保持可能

なとき。 

現在の基礎を補強

する。沈下を是正した

後はモルタル充填を

行う。 

 

Ｂ 

現在の不同沈下が

大きい。 

今後も数 10cｍの

沈下が考えられる。

地盤クラックもあ

る。 

基礎クラックの大きいと

ころがあり、一部完全に切

れているところあり。再沈

下したら上部がガタガタ

になるおそれあり。 

RC 基礎と取替える。 

再沈下に対しても

考慮する 

1．建物全部一斉に嵩上

げする。 

2．現在の基礎を有筋基

礎または版基礎と取替

える。 

2．再 UP しやすい構造

としておく。 

4．新基礎をフローティ

ング基礎とするところ

もある。 

Ｃ 

Ｂと同じ Ｂと同じ 完全に再沈下しな

い基礎とする。 

Ｂの場合と同じくＲＣ

基礎としたうえ、下記

の方法を加える。 

①地盤改良 

      支持杭 

②杭地業 

      摩擦杭 

③その他の方法 

 

※ 補修工法は、上記 A,B,C のみでなく他にもいろいろな混合工法も考えられるが、結局、工費、工期と障

害去に対する施主の考え方が基本となる。 
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参考図 14-3 戸建住宅の不同沈下対策(1)  

 

 

 

 

＊工法区分は参考表 14-1参照 
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＊工法区分は参考表 14-1参照 

参考図 14-4 戸建住宅の不同沈下対策（２） 

-173-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料-１５ 

 

住宅建屋の基礎沈下傾斜修復工法 
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参考資料-１５（１） 

 
 

住宅建屋の基礎沈下傾斜修復工法 

 

 
出典：平成 23年度 浦安市液状化対策技術検討調査委員会報告書 

第Ⅳ編建築物の被害・液状対策、時松孝次教授（東工大） 

一部加筆修正 
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1.沈下傾斜修復工法の概要 

  建築物が傾くと、戸の開け閉めの不具合、隙間風の発生、傾斜による物の転がりといった障害だけ

でなく、個人差があるものの使用者にめまいや吐き気などの健康障害が生じることがある。また、建

築物周辺に埋設されている上・下水道管、ガス管のうち、特に、水道管が液状化や建築物の沈下に伴

って損傷を受けているケースが多い。また、隣接道路に比べて宅地の沈下量が大きい場合には、雨水

等が周辺から宅地へ流れ込むため、建物を復旧後の道路面と同等の高さにすると同時に傾斜を修正す

る必要がある。 

  沈下傾斜修復工法には、基礎下から嵩上げする工法と基礎上（土台）から嵩上げする工法に大別さ

れ、建物荷重を持ち上げるための反力の考え方、施工条件などに応じて様々な工法がある。 

  いずれにしても、工法の選定や設計は地盤調査の結果を踏まえて行なうことが必要である。また、

嵩上げに際して荷重が局部的に集中することにより、基礎や上部構造を痛めることがあるので、既存

基礎の形式（布基礎・ベタ基礎）とその剛性などを十分考慮して工法やジャッキの配置などを検討す

るなど、慎重な設計、施工が必要である。 

  いずれの工法も相当な技術力を必要とするが、同様の工法でも業者間で技術力に大きな差がある場

合がある。このため、工法等の選定にあたっては、専門家に意見を求めたり、あるいは複数業者から

見積もりを徴収し、工事内容、費用、工事日数などをよく確認し、十分比較して納得のいく工法を選

定するなど、慎重に行なう必要がある。また、近隣建物の沈下、傾斜を誘発しないよう注意する必要

がある。 

表 15.1 基礎と柱が一体的に傾いたときの住家被害認定 

 基礎と柱が一体的に傾く不同沈下の場合の判定 

四隅の柱の傾斜の平均 判定 備考 

1/20 以上  全壊   

1/60 以上、1/20 未満 大規模半壊 
1/60：従来から基準値として使われてい

る構造上の支障が生じる値 

1/100 以上、1/60 未満 半壊  

1/100：医療関係者等にヒアリングを行い

設定した居住者が苦痛を感じるとされて

いる値  

1/100 未満（傾斜による判定は

行なわない） 

一部損壊  

被害なし  
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1.1 基礎下から嵩上げする工法 

   基礎下から嵩上げする工法としては、建物を嵩上げするための反力の取り方などに応じて、以下

のような工法がある。 

 

（１）杭を反力にジャッキアップする工法 

１）アンダーピーニング工法 

基礎下を掘削して建物荷重を利用しながら１ｍ程度の鋼管杭を継ぎ足してジャッキで地中

に圧入していき、建物荷重を支持できる深さまで貫入できたら、逆にそれを反力として建物を

ジャッキアップする工法である。 

十分な剛性を有する布基礎、ベタ基礎いずれにも、また対象とする建物の沈下量が大きい

場合にも対応可能である。 

ジャッキアップの際、建物周辺に加えて建物直下にも、ある程度の数のジャッキを入れて

局部的に応力が集中しないように配慮し、基礎を痛めないような慎重な施工が必要である。

また、建物直下への鋼管とジャッキの設置のため、横堀での掘削か１階の床の解体を伴う施

工となる。掘削した土の仮置き場が必要となり、仮置場が用意できない場合は処理費が発生

する。基礎下の埋め戻しも土を密に充填する必要があり施工管理に注意が必要となる。なお、

地盤の掘削を伴うため、地下水位が極めて高い場合は施工が難しくなる場合がある。 

地盤条件と建物荷重によって貫入深度が左右される。浦安では、支持層が深いため、杭長は

長くなり、また、建物荷重を支持しきれないケースもある。支持層が深くなると継ぎ足す箇所

が多くなり、杭の継ぎ部の品質や鉛直性のほか、費用が増大するため、注意が必要である。 

２）サイドピニング工法 

基礎剛性が十分確保できる場合、アンダーピーニング工法と同様、基礎まわりに鋼管杭をジ

ャッキで圧入または回転貫入させ、これを反力にジャッキアップする工法である。 

最小限の掘削でジャッキアップ可能だが、剛強な基礎の場合以外は単独工法としては利用さ

れず、建物中央部を同時に薬液等の注入でリフトアップするなど、他の工法と併用される。 

 

（２）耐圧版・コンクリートブロックなどを反力にジャッキアップする工法 

１）耐圧版工法 

基礎下を順次掘削して建物荷重を仮受けしながらコンクリートの打設などを繰り返して耐

圧版を構築し、耐圧版を反力としてジャッキアップするもので、主に支持層が浅い場合や沈下

が収束しているときに適用される工法である。 

    杭を反力とする工法と同様に、十分な剛性を有する布基礎、ベタ基礎いずれにも、また対象

とする建物の沈下量が大きい場合にも対応可能である。 

    ジャッキアップの際、建物周辺に加えて建物直下にも、ある程度の数のジャッキを入れるな

ど局部的に応力が集中しないように配慮し、基礎を痛めないような慎重な施工が必要である。

また、建物直下への耐圧版とジャッキの設置のため、横堀での掘削か１階の床の解体を伴う施

工となる。掘削した土の仮置き場が必要となり仮置場が用意できない場合は処理費が発生する。

基礎下の埋め戻しも土を密に充填する必要があり施工管理に注意が必要となる。埋め戻し量が

多くなる場合は、将来の液状化に伴う沈下に対して不利にならないよう、比重が比較的小さい

材料などを選択する可能性についても検討することが望ましい。掘削を伴うため、地下水位が

極めて高い場合は施工が難しくなる場合がある。 
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ジャッキアップのための反力となる耐圧版を設置する地盤強度の確保が必要だが、浦安では

液状化などの影響で地盤強度が低下している可能性があるので、地盤改良などを含めて、反力

が十分に確保できるよう慎重な配慮が必要となる。 

 

（３）薬液の注入圧によりリフトアップする工法 

１）静的圧入締固め(CPG)工法 

     基礎下へ流動性モルタルを注入し地盤を圧縮締固めするとともに、注入圧により基礎をリフ

トアップする工法である。 

基礎下地盤へのモルタル注入圧でリフトアップする工法のため、通常ベタ基礎でのみ有効な

工法であり、修復できる沈下量は２０ｃｍ程度が限界である。注入によるリフトアップの際、

局部的に応力が集中しないように配慮し、基礎を痛めないような慎重な施工が必要である。既

存基礎には布基礎に防湿コンクリートを施工した形態のものもあり、一見ベタ基礎に見えるよ

うなものもあるので、注意を要する。また、薬液は地盤中に広がりながら浸透していくことか

ら、近隣建物に影響を及ぼすことがあり、影響範囲に留意する必要がある。 

比較的大きな機材が必要なことから、家屋直下への注入を行なうためには、床の撤去が必要

となる。また、同時に１点あるいは２点程度の注入となるため、リフトアップ、水平調整には

熟練を要する。 

液状化層を全面的に締固めれば液状化対策となるが、液状化層が厚い場合で全層にわたって

行なう場合にはコスト高となる。 

２）地盤改良型注入工法 

建物外周から基礎下へ、さらには基礎直下へ、セメント系・水ガラス系の薬液等を注入する

ことにより、瞬時に地盤の固化を図った上で、固化した地盤と基礎下に薬液を注入し、その建

物をリフトアップする工法である。 

基礎下地盤への薬液注入圧でリフトアップする工法のため、通常ベタ基礎でのみ有効な工法

であり、修復できる沈下量は２０ｃｍ程度が限界である。注入によるリフトアップの際、局部

的に応力が集中しないように配慮し、基礎を痛めないような慎重な施工が必要である。既存基

礎には布基礎に防湿コンクリートを施工した形態のものもあり、一見ベタ基礎に見えるような

ものもあるので、注意を要する。また、薬液は地盤中に広がりながら浸透していくことから、

近隣建物に影響を及ぼすことがあり、影響範囲に留意する必要がある。 

比較的大きな機材が必要なことから、家屋直下への注入を行なうためには、床の撤去が必要

となる。また、同時に１点あるいは２点程度の注入となるため、リフトアップ、水平調整には

熟練を要する。 

液状化層を全面的に締固めれば液状化対策となるが、浦安では液状化層が厚いため、全層に

わたって行なうとコスト高となる。また、建物外周のみから注入する工法は、基礎下地盤を均

一に改良することは困難である。 

３）リフトアップ型注入工法 

     基礎スラブに開けた小口径の穴から基礎下へ瞬結性のセメント系・水ガラス系の薬液を注入

し、直下の地盤を固化した後に注入圧により建物をリフトアップする工法である。基礎スラブ

に２ｍ程度の間隔で穴を開けることにより、薬液を多点（２０～２５点）から、リフトアップ

状況を管理しながら複数回に分けて少量ずつ注入するのが特徴である。また、基本的に床下で

の作業となるため、床の撤去は不要である。 
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基礎下地盤への薬液注入圧でリフトアップするため、通常ベタ基礎のみに適用可能である。

既存基礎には布基礎に防湿コンクリートを施工した形態のものもあり、一見ベタ基礎に見える

ようなものもあるので、注意を要する。 

修復できる沈下量は通常３０ｃｍ程度までだが、工法毎に用いる薬液の違いによって、リフ

トアップ可能な修復量や建物重量が異なり、ＲＣ造１０階建て程度の建築物の傾斜を修復した

実績のある工法もある。薬液の注入が、近隣建物に影響を及ぼす可能性があるため、影響範囲

に留意する。 

     リフトアップする高さに応じてコストが高くなるため、沈下量が大きい場合は、併用工法な

ど、他の方法を含めて検討が必要となる。 

     なお、地盤の固化範囲はごく表層に限られるため、液状化防止の効果は期待できない。 

 

（４）薬液の膨張圧によりリフトアップする工法 

１）発泡ウレタン工法 

     基礎スラブに開けた小口径の穴から基礎下へ発泡性ウレタン等を注入し、その膨張圧力で建

物をリフトアップする工法である。薬剤を多点注入し、リフトアップ状況を管理しながら施工

する。樹脂の単位体積重量は極めて小さいため、注入による重量増加（地盤への負担）が抑え

られることが特徴である。リフトアップ高さがや建物重量が大きい場合は、併用工法等の検討

が必要である。 

基礎直下への薬液膨張圧でリフトアップするため、通常ベタ基礎のみに適用可能な工法であ

る。既存基礎には布基礎に防湿コンクリートを施工した形態のものもあり、一見ベタ基礎に見

えるようなものもあるので、注意を要する。修復できる沈下量は、工法に用いるウレタンの発

泡特性によって５～３０ｃｍ程度と様々であり、薬液の注入量の管理が重要となる。 

地盤の特性によっては、基礎下地盤に薬液が計画以上に広がる場合があるので、注入量の管

理が重要となり、場合によっては、基礎側面から樹脂漏れすることがあるため、影響範囲に留

意する必要がある。 

影響範囲はごく表層に限られるため、液状化対策としての効果は期待できない。 

 

（５）併用工法 

１）セメント系薬液注入工法と耐圧版工法を併用してリフトアップする工法 

まず、基礎下の地盤をセメント系薬剤などで固化することによって支持力を確保した上で、

改良地盤に直接または耐圧版を介してジャッキを設置して建物をリフトアップする工法であ

る。基礎下の地盤でジャッキアップに必要な反力が取れない場合に用いられる。 

杭を反力とする工法と同様に、十分な剛性を有する布基礎、ベタ基礎いずれにも、また対象

とする建物の沈下量が大きい場合にも対応可能である。 

一部の工法では、耐圧版工法では不可欠な建物直下の大規模な掘削を伴わずにリフトアッ

プすることが可能であり、その場合は経済的で比較的短期間に施工できる。 

地盤改良を伴うので、液状化層を全面的に改良すれば対策となるが、浦安では液状層が厚

いため、全面的に改良するにはコスト高となる。 

２）ジャッキアップ工法と薬液注入工法との併用工法 

建物外周をジャッキアップ工法（サイドピニング工法や耐圧版工法など）でジャッキアッ

プするとともに、基礎や上部構造の損傷を防ぐために、建物中央部の基礎下に薬液（リフトア
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ップ型や発泡ウレタン）を注入し、リフトアップする工法である。薬液注入だけでは建物をリ

フトアップできないときに利用される工法で、リフトアップ高さが５～３０ｃｍ以上で用い

られることが多い。 

薬剤によるリフトアップを伴うことから、通常ベタ基礎でのみ有効な工法である。 

沈下が大きい場合に地盤の掘削を伴わずに、または基礎周辺部分の掘削のみでリフトアッ

プできる工法であり、ジャッキアップ工法に比べて、短期間に施工できる可能性がある。 

ジャッキアップに杭を用いる工法を採用した場合、ジャッキアップに利用した杭を基礎か

ら切り離し、将来地盤沈下した場合の基礎の損傷を防ぐ配慮が必要と考えられる。 
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1.2 基礎上（土台）から嵩上げする工法 

   基礎上（土台）から嵩上げする工法には、既存の基礎を活用するかしないかに応じて、以下のよ

うな工法がある。 

 

（１）基礎を再利用する工法 

１） ポイントジャッキ工法 

基礎を一部削り建物本体の土台の下に爪の付いたジャッキを挿入してジャッキアップする

工法である。このため、基礎は傾斜したまま再使用することになるため、土台との間に生じる

隙間には無収縮モルタルを充填する。 

基礎の種類を問わずに施工可能だが、無筋基礎の場合は補強することが望ましい。修復可

能な沈下量は１０ｃｍ程度以下であり、上部構造が傷まないように施工するには熟練した技

術が必要と考えられる。 

掘削や薬液注入を伴わないので、経費は比較的安く抑えられる。 

既存のアンカーボルトを切断してジャッキアップすることが必要なため、修復後の基礎と

上部構造の緊結に注意を要する。 

 

（２）基礎を再構築する工法 

１） ねがらみ工法 

土台の下に鋼材などのねがらみ材を入れ、一旦、基礎と建物を切り離し、建物だけをジャッ

キアップした後に、基礎の再施工と地盤改良のいずれか、あるいは両方を行った後に、建物を

下ろして基礎に緊結する工法である。 

ジャッキアップの高さや方法により、地盤改良の方法が制限される可能性がある。抜本的

な液状化対策のための地盤改良には、機材の搬入が可能なジャッキアップ高さを確保する必

要がある。また、建物外周に数ｍ以上の施工スペースが必要であり、施工可能な場所は限られ

る。 

２）曳屋工法 

土台下に鋼材などのねがらみ材を入れ、建物を水平方向に移動するとともに、基礎の再施

工と地盤改良のいずれか、あるいは両方を行った後に、建物を戻して基礎に緊結する。 

建物外周に数ｍ以上の施工スペースと、建物を平行移動するための移動経路、仮置きスペ

ースが必要であり、施工可能な場所は限られる。 

 

以上のような工法が様々あるが、作業スペースの確保や機材の設置場所の確保などから敷

地の周囲空地や形状により施工費にも差が出ることがあるので、施工者や工法の選定にはこ

れらの条件を十分把握して見積もりを取る必要がある。また、ライフラインなどの埋設管の

仮配管の必要性の有無や本復旧費等についても契約の際には確認が必要であるとともに、本

復旧時には今後の液状化対策として、可とう継手や伸縮継手などを使用する必要がある。 
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2.  液状化被災住宅の沈下傾斜修復工事における留意点 

 

（１）建物と基礎の構造仕様の確認 

建物：木造、ツーバイフォー、鉄骨造、コンクリート造など ［図 2．参照］ 

・建物の構造の違いで建物の荷重や荷重のかかり方が異なります。 

 

基礎：べた基礎、有筋の布基礎、無筋の布基礎など［図 3．参照］ 

・基礎の仕様によって沈下傾斜修復工法の選択条件が異なります。 

・基礎に鉄筋が入っているかどうかは、ジャッキアップには不可欠な情報です。 

 ※床下がコンクリートで覆われている場合でも、べた基礎とは限らず強度の無

い防湿コンクリートの場合があるので、注意が必要です。 

※基礎の仕様は、建築時の設計図書で確認しますが、図書がない場合は、建築年

によって確認できる場合もあります。 ［図 4．参照］ 

・ジャッキアップする際に、基礎梁（立上がり部分）の鉄筋量によって支持す

る間隔が決まります。 

※基礎の高さが６０cm程度で、主筋（基礎の立上がり部の上下の鉄筋）がＤ１

３の場合、概ね２．５ｍ間隔以下です。 

・基礎の位置と建物の壁の位置によって、ジャッキの支持位置が決まります。 

 

地盤補強：表層改良、柱状改良、鋼管杭など 

・地盤補強が施工されている場合は、その工法によって、沈下傾斜修復工法の

選定や費用が異なってきます。 

 

（２）被災度調査の実施 

  現況測量：沈下傾斜の分類 

    ・基礎の天端（上面）または、１階床上のレベルを測量し、建物が一体で傾斜して

いるのか、変形して傾斜しているのかを確認します。 ［図 5．参照］ 

・傾斜の種類によって、基礎の健全性や修復方法が異なります。 

 

（３）地盤調査の実施 

  サウンディング試験：スウェーデン式サウンディング試験や標準貫入試験など 

    ・地盤調査を実施します。調査の結果によっては、採用できない沈下傾斜修復工法

もあります。 

    ※建築時に実施した地盤調査資料があっても、被災後に地盤の強度が低下してい

ることもありますので、沈下傾斜修復工法選定前に実施します。 

  

-186-



  
 

 

 

 

図 15-2 建物の構造の例 

 

ツーバイフォー工法 

●構造体は木造。 

●２インチ×４インチの材

料を基準として、規格の

大きさ数種類の組み合わ

せで、家の骨組みを構成

します。  

● 構造 用合板 を用 いて、

「面」で支える工法。  

●工業化が可能な工法。  
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図 15-3 基礎の構造の例 

 

床下がコンクリートで覆われている場合は、設計図等で、べた基礎か布基礎（防湿コンクリート

有）かを確認する必要がある。設計図等が無い場合は、ドリル等で穴を開けコンクリートの厚さ

を確認し、べた基礎であることを確認する必要がある。 

・防湿コンクリート 
・砂または砂利 

・鉄筋コンクリート 
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図３．木造住宅基礎の公庫仕様の変遷

 

図４．沈下傾斜の形状分類 （日本建築学会「小規模建築物基礎設計指針」） 

図 15-4 木道住宅の基礎の公庫仕様の変遷 

図 15-5 沈下傾斜の形状分類 

（ 日本建築学会「小規模構造物基礎設計指針」 ） 
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参考資料-１５（２） 

 
 

住宅建屋の基礎沈下傾斜修復工法 

 

 
出典：平成 14年度 住宅紛争処理技術関連資料集（新築住宅用）木造住宅 

（在来組工法・枠組壁工法）「補修方法欄」、平成 14年 10月 

公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター 

https://www.chord.or.jp/reference/sr/hs/t/LIST-T1-K-1.html?ref=y 

（一部修正） 
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1. 再度液状化対策工法 

1.1 液状化防止・軽減対策の基本的な考え方 

参考図 16-1、参考表 16-2に示すように、液状化に起因する宅地被害の場合、建物傾斜や

基礎の破壊などの建物被害の復旧を選択するか、将来的に発生する地震時における再度液

状化防止対策を選択するのかを分けて考える必要がある。また、再度液状化防止については、

個別の宅地対策を選択するか、周辺を含む地区全体の液状化対策を選択するかについても

分けて考える必要がある。 

同図には再度液状化防止対策、補修（家屋傾斜補正）および家屋再建の 3つが記されてい

るが、対処として建替時の基礎補強も含めると以下の 3つの対処法が考えられる。 

 

参考表 16-1 液状化被害に対する対処方法 

<A>家屋の傾斜・沈下補修 
（家屋傾斜補正） 

建物の傾斜や沈下を修復する。

<B>建物基礎の補強 鋼管杭や柱状改良により非液状化層まで根入れして家屋の
傾斜・沈下の予防対策を行う。 

<C>再度液状化防止工法 将来の地震に備えた液状化被害の抑制対策（再度液状化防止
対策）を行う。 

 

本資料は、<C>個別の宅地を対象とした再度液状化防止工法は、文献 1)の建物直下地盤の

対策による液状化の発生を抑制する工法の記述を引用整理したものである。なお、<A>につ
いては参考資料 15を参照されたい。また、<B>については、小口径鋼管杭基礎や基礎地盤
の柱状改良などが該当することから、文献 1)2)などを参照されたい。いずれの工法も専門業

者に相談することが必要である。 

 

1.2 再度液状化防止工法（建屋の将来建替時における個別対策） 

建屋の建替時において個別に対策を行う方法は、基礎地盤の液状化発生を抑制する工法

の主なものとしてとして，①建物直下の層状締固め工法，②建物直下の層状固化工法，③建

物直下を含めた格子状改良工法，④建物直下の水圧消散工法がある。 

参考表 16-3 に各対策方法の概要，留意点および戸建に適用できる具体的な工法を示す。 

 

1.3 再度液状化防止工法（建物を残した条件での個別対策） 

既設戸建て住宅を個別に対策を行う方法として、基礎地盤の液状化発生を抑制する工法

の主なものとして①建物直下の層状締固め，②建物直下の層状固化，③建物周囲の格子状改

良，④地下水位低下などがある。 

参考表 16-4 に各対策方法の概要，留意点および戸建に適用できる具体的な工法を示す。 
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参考図 16-1 再度液状化防止を実施する際の検討フロー 

 

参考表 16-2 再度液状化防止を実施する際の検討フローの解説 

参考図 16-1のフロー 対応例 

①-②-③ 

・家屋に傾斜は見られるものの、構造耐力上の著しい支障がない 
・家屋を残したまま、公共事業（宅地耐震化推進事業）で地区全体の再度液状
化防止対策を施した後、家屋の傾斜を修正。 
・家屋の傾斜により健康被害等が懸念される場合は、家屋の傾斜修正を優先
する。 

①-④-⑤ 
・家屋に傾斜は見られるものの、構造耐力上の著しい支障がない 
・家屋を残したまま、当該宅地における再度液状化防止対策を個人施工で施
した後、家屋の傾斜を修正。 

①-④-⑤⑥-⑧-⑨ 

・家屋に傾斜は見られるものの、構造耐力上の著しい支障が無い 
・家屋の老朽化状況などから現時点で再度液状化対策の必要性を感じない、
資金計画の関係、特に家屋を残したまま地盤改良等の液状化対策を行うと
更地において地盤改良を行う場合よりも相当程度割高になるなどの理由か
ら、再度液状化対策は後日の実施とする。 
・当面、家屋の傾斜修正だけを行い生活上支障のない状態を保ちつつ、将来
的な建替時等にあわせて再度液状化防止対策を実施。  

⑥-⑦-⑨ 

・家屋の被害が著しく、取り壊して現地で再建
・公共事業（宅地液状化防止事業）で地区全体の再度液状化防止対策が実施
された後に、現地で再建。 

⑥-⑧-⑨ 
・家屋の被害が著しく、取り壊して現地で再建
・個人施工で再度液状化防止対策を行い、現地で再建。 

※ ②－③、④－⑤ は ③－②、⑤－④に順番を入れ替えざるを得ない場合がある。 

※ ②、④（⑦、⑧）が重複する場合がある。 
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参考表 16-3 宅地の再度液状化防止工法（建屋の建替時における個別対策）の例 

 建物直下の
層状締固め工法 

建物直下の
層状固化工法 

建物直下の
格子状改良工法 

建物直下の
水圧消散工法 

模

式

図 

概
要 

・建物直下地盤を層状に
締固める方法 
・モルタルや流動化砂な
どポンプ圧送が可能な
材料を使用し、これら
を圧入することで周辺
地盤を圧縮し密度増大
を図る 
・改良部分の剛性や地盤
密度の増加により，建
物のめり込み沈下を軽
減 
・施工機械の小型化によ
る施工能率低下および
コストの増大 

・建物直下地盤を層状に
固化する対策方法 
・固化材と地盤を撹拌混
合して地盤の固結を図
る（セメント混合処理
が主体） 
・地盤が固化することで
液状化を抑制し，剛性
により建物のめり込み
沈下を軽減する 

・地盤をセメント改良体
等で格子状に囲み，地
震時の地盤のせん断変
形と液状化の発生を抑
制する方法 
・セメント改良体は機械
撹拌工法や高圧噴射撹
拌工法で構築 
・円柱状の改良体をラッ
プさせて格子状にする
方法、壁状の改良体を
連続で打設して格子状
にする方法などがあ
る。 
・壁厚によっては、建屋の
支持力を確保すること
も可能 

・地盤中に高透水性のド
レーンを鉛直に打設
し，地震時の過剰間隙
水圧の発生を抑制する
工法 
・砕石などの自然材料に
よる方法と人工材料に
よる方法がある。 

留
意
点 

・改良深さや幅の設定方
法，改良部分の剛性の
評価などの検討が必要
・層状改良の下方の液状
化層の影響に留意が必
要 
・密度増大に伴う周辺地
盤への変位影響に留意
が必要 

・改良深さや幅の設定方
法，改良部分の剛性の
評価などの検討が必要 
・層状改良の下方の液状
化層の影響に留意が必
要 
・セメント系固化工法は
六価クロム溶出確認が
必要 
・植生への配慮して覆土
や地下水位より浅い部
分の未改良などの対処
が必要 

・改良深さや改良範囲の
設定方法，格子間隔や
壁剛性の評価、壁の一
体性などの検討が必要 
・下方地盤の液状化する
場合は，過剰間隙水圧
の伝播の影響の懸念が
ある。 

・表層部には排水層の設
置が必要 
・改良深さ，改良範囲，ド
レ－ン打設間隔などの
検討が必要 
・透水性の低い地盤では
対策効果の評価に注意
が必要 
・目詰まりしにくいドレ
ーン材の選定 
・想定以上の地震動に対
する対策効果の確認 
・砕石を十分に締固める
ことによる支持力の確
保の可能性 

工
法 

静的締固め工法 
圧入締固め工法 
締固め用の既製杭工法 

浅層混合処理工法
中層混合処理工法 
高圧噴射撹拌工法 

格子状地盤改良工法
（機械撹拌工法，高圧噴
射撹拌工法） 
人工セル状構造打設工法 

グラベルドレーン工法
人工材ドレーン工法 

※造成宅地の耐震対策に関する研究委員会報告書，液状化から戸建て住宅を守るための手

引書，平成 25 年 3 月，表 8.2.1加筆修正 
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参考表 16-4 宅地の再度液状化防止工法（建屋既設条件での個別対策）の例 

 建物直下の
層状締固め工法 

建物直下の
層状固化工法 

建物周囲の
格子状改良工法 地下水位低下工法 

模
式
図 

 

概
要 

・建物直下地盤を層状に
締固める方法 
・モルタルや流動化砂な
どポンプ圧送が可能な
材料を使用し、これら
を圧入することで周辺
地盤を圧縮し密度増大
を図る 
・改良部分の剛性や地盤
の密度の増加により，
建物のめり込み沈下を
軽減する 
・小型機械使用により，
建物内部からの施工，
斜め施工も可能である

・建物直下地盤を層状に
固化する方法 
・固化材と地盤を撹拌混
合して地盤の固結を図
る（セメント混合処理
が主体） 
・地盤を固化して液状化
を抑制し，剛性により
建物のめり込み沈下を
軽減する 
・浸透注入は，建物内部
や屋外から鉛直施工と
斜め施工が可能 
・高圧噴射撹拌は，建物
内部、建物周囲からの
鉛直施工が可能 

・地盤をセメント改良体
等で格子状に囲み，地
震時の地盤のせん断変
形と液状化の発生を抑
制する方法 
・セメント改良体は機械
撹拌工法や高圧噴射撹
拌工法で構築 
・円柱状の改良体をラッ
プさせて格子状にする
方法、壁状の改良体を
連続で打設して格子状
にする方法などがあ
る。 

・地下水位を強制的に低下
させることにより，表層
の不飽和層（非液状化
層）を厚くし，地下水位
以深の層についても拘
束圧を増加させて液状
化の発生を抑制する対
策方法 
・建物下の不飽和層を厚く
することで，建物のめり
込み沈下を軽減する。 

 

留
意
点 

・改良深さ、改良範囲の設
定方法，改良部分の剛
性の評価などの検討が
必要 
・層状改良の下方の液状
化層の影響に留意必要
・密度増大に伴う周辺地
盤および上部建物への
変位影響に留意が必要

・改良深さや幅の設定方
法，改良部分の剛性の
評価などの検討が必要 
・層状改良の下方の液状
化層の影響に留意必要 
・表層付近の浸透注入に
よる改良では、上部建
物への影響や口元から
のリーク（材料の逸走）
に留意が必要 
・長期的な耐久性のある
浸透注入材料の選定が
必要 
・薬液による土壌汚染へ
の留意が必要 
・セメント系固化工法は
六価クロム溶出確認が
必要 
・排泥処理の方法や費用
に留意が必要 
・改良体が固化するまで
の施工本数や施工順序
に留意が必要 

・改良深さや改良範囲の
設定方法，格子間隔や
壁剛性の評価、壁の一
体性などの検討が必要 
・下方地盤の液状化する
場合は，過剰間隙水圧
の伝播の影響が懸念 
・セメント系固化工法は
六価クロム溶出確認が
必要 
・ライフラインなどによ
る壁の不連続箇所が生
じる場合がある。 

・周囲への影響を防ぐた
め，矢板等による締切り
が必要 
・地盤の影響を大きく受け
るため，事前に詳細な地
盤調査を行い，地盤条件
を把握した上で計画を
立てる必要がある。 
・下層に軟弱な粘土層があ
る場合には，圧密沈下に
より建物やライフライ
ンの不具合を招く恐れ
があるので，事前に地下
水位低下による地盤沈
下の影響度合いを検討
する必要がある。 
・地下水を汲み上げるため
の維持管理の費用，およ
び汲上げた水の処理方
法を検討する必要があ
る。 

工
法 

圧入締固め工法 
静的締固め砂杭工法 

浸透注入工法
（薬液注入工法） 
高圧噴射撹拌工法 

格子状地盤改良工法 
（高圧噴射撹拌工法） 

ディープウェル工法 
排水溝工法 
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※造成宅地の耐震対策に関する研究委員会報告書，液状化から戸建て住宅を守るための手

引書，平成 25 年 3 月，表 9.2.1加筆修正 

 

参考文献 

 

1)地盤工学会関東支部造成宅地の耐震対策に関する研究委員会：造成宅地の耐震対策に関

する研究委員会報告書，液状化から戸建て住宅を守るための手引書，平成 25 年 3 月  

2)地盤工学会，土木学会，建築学会：平成 23年度 浦安市液状化対策技術検討調査委員会

報告書，平成 24年 3月 

 

-230-


